
情報通信行政・郵政行政審議会  

電気通信事業部会・接続委員会 合同公開ヒアリング（第１回）議事録 

 

第１ 開催日時及び場所 

平成２３年２月２２日（火） １８：００～２０：２１ 

於、第一特別会議室 

第２ 出席した委員（敬称略） 

根岸 哲（部会長）、酒井 善則（部会長代理）、関口 博正、長田 三紀、 

宮本 勝浩 

                               （以上 5名） 

第３ 出席した臨時委員（敬称略） 

東海 幹夫（接続委員会主査）、辻 正次 

                               （以上 2名） 

第４ 出席した専門委員（敬称略） 

相田 仁、佐藤 治正、藤原 淳一郞、森川 博之 

                               （以上 4名） 

第５ 出席した関係職員等 

平岡 秀夫（総務副大臣）、小笠原 倫明（総務審議官）、桜井 俊（総合通信基盤

局長）、原口 亮介（電気通信事業部長）、前川 正文（総合通信基盤局総務課長）、

古市 裕久（事業政策課長）、二宮 清治（料金サービス課長）、吉田 正彦（料金

サービス課企画官）、安東 高徳（料金サービス課課長補佐）（事務局） 

第６ 議題 

東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の第一種指定電気通信設備に

関する接続約款の変更の認可（平成２３年度以降の加入光ファイバに係る接続料の改

定）について 
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開  会 

 

○根岸部会長 本日はお忙しい中、また遅い時間にご参集いただきまして、まことにあり

がとうございます。ただいまから、電気通信事業部会・接続委員会合同ヒアリングを開

催いたします。 

  私は、本日の議事進行を務めさせていただきます電気通信事業部会長の根岸でござい

ます。どうぞよろしくお願いいたします。 

  本日は、電気通信事業部会及び接続委員会から酒井事業部会長代理、接続委員会の主

査代理でもあります。東海接続委員会主査はじめ、関口委員、長田委員、宮本委員、辻

臨時委員、相田専門委員、佐藤専門委員、藤原専門委員、森川専門委員の計１１名の方

に出席いただいております。 

  また、本日のヒアリングには、総務省から平岡副大臣にご参加いただいておりますの

で、一言ごあいさついただければ、大変ありがたいと思います。私は初めから座ってお

りますので、申しわけありません。 

○平岡副大臣 皆さん、こんばんは。ただいまご指名をいただきました総務副大臣の平岡

秀夫でございます。本日は、遅い時間にもかかわりませず根岸電気通信事業部会長、そ

して東海接続委員会主査をはじめ、多くの委員の方々、そして事業者の方々にお集まり

いただきまして、まことにありがとうございます。 

  ご案内のとおり、本日のご審議は平成２３年度以降の加入光ファイバ接続料の改定に

ついてということでございますけれども、実はこの問題についてＩＣＴのタスクフォー

スの関係でご尽力をいただきました黒川和美先生、過去の競争政策のレビュー部会の座

長も務めていただきましたけれども、２月３日にご逝去されまして、この場をおかりい

たしまして黒川先生に改めて感謝申し上げるとともに、ご冥福をお祈り申し上げたいと

いうふうに思います。黒川先生も、この「光の道」実現に向けて非常に熱心にご議論を

していただいておりましたので、その思いをぜひ我々としても達成していきたいという

ふうに思っております。 

  今日のこの審議につきましては、１月の審議会において根岸部会長から、もうご案内

いただきましたとおり、より客観的かつ中立的に判断を行うために、総務大臣からこの

審議会へ諮問するに当たりまして、通例とは違って認可の適否を示さないという形をと
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らせていただいております。この点について、一部マスコミでは通信政策不在で迷走し

ているのではないかというような指摘もいただいているわけでありますけれども、決し

てそんなことではないのです。私から言わせれば、「光の道」実現に向けていかに設備

競争を促しながら、さらに接続料金の低廉化を通じてサービス競争を促進していくのか

と、この視点で、最もいい結論を出していきたいという、その思いであえて総務省とし

ての適否を示していないということであって、まさにここで皆さん方からどうすれば最

も私たちが目指している政策に近いと言いますか、政策を支えていける、促進していた

だける接続料金体系がつくれるのかと、そういう視点で皆さん方にご審議をいただきた

いということでございます。 

  そういう意味で、審議会の委員・専門委員の皆様におかれましては多角的な論議を尽

くしていただきまして、答申をおまとめいただくようにお願いを申し上げたいというふ

うに思います。そして本日のヒアリングには多くの事業者の方々に来ていただきました

けれども、率直なご意見をいただきまして、有益な機会となることを心より祈念いたし

ましてごあいさつとさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

○根岸部会長 どうもありがとうございました。 

  本日のヒアリングの対象者といたしまして、ＫＤＤＩ、ソフトバンク、イー・アクセ

ス、ジュピターテレコム、ケイ・オプティコム、関西ブロードバンド、全国消費者団体

連絡会、ＮＴＴ東日本、ＮＴＴ西日本をお呼びいたしております。なお、２月１０日の

接続委員会におきましてご案内いたしました対象者に加えまして、本日は関西ブロード

バンドを追加でお呼びいたしております。これは先週、１７日まで行われました意見調

整の結果等を踏まえまして、当初お呼びすることとしていた各社・団体に加え、地方に

おいてブロードバンド事業を行われている方のご意見もこの場で聴取することが適当で

あると考えたことによるものでありますので、ご趣旨をご了承いただければ大変ありが

たいと思います。 

  次に、ヒアリングの進め方でございますが、まず、お越しいただきました各社・団体

に意見陳述を行っていただきまして、すべての意見陳述を終えた後、質疑・討議を１５

分程度で行いたいと思います。その際、大変僭越ではありますが、発言者の方は挙手を

していただきまして、私の了承のもとにご発言いただきますと、大変ありがたいと思い

ます。また、意見陳述の時間は、各社・団体におかれましてそれぞれ１０分以内、ＮＴ

Ｔ東日本・西日本におかれましては合わせて１５分程度でお願いいたします。 
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  それでは、ヒアリングに入ります前に、事務局から資料について確認をお願いいたし

ます。 

○事務局 それでは、事務局より、本日配付しております資料の確認をさせていただきま

す。お手元にございます資料の束でございますが、１枚目の合同公開ヒアリング（第１

回）の議事次第を置かせていただきました。こちらにありますとおり、きょうのヒアリ

ングに関しまして配付資料が幾つかついてございます。 

  一番下の配付資料でございますが、ＫＤＤＩ株式会社、ソフトバンク株式会社、イ

ー・アクセス株式会社、株式会社ジュピターテレコム、株式会社ケイ・オプティコム、

関西ブロードバンド株式会社、東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社、

それぞれの皆様からの配付資料が卓上に順番に置かせていただいているところでござい

ます。 

  １枚めくっていただきまして、きょうのヒアリングにお越しいただきました対象事業

者並びに参加者の一覧表をつけさせていただいております。過不足がございましたら、

ご連絡いただければと思います。 

  以上でございます。 

 

関係事業者からのヒアリング 

 

○根岸部会長 ありがとうございます。 

  それでは、ただいまからヒアリングに入りたいと思いますけれども、もう全部座って

お願いいたします。では、議事次第の２の順番に基づきましてヒアリングに入りたいと

思います。 

  では、まずＫＤＤＩ株式会社からご説明をお願いいたします。 

○ＫＤＤＩ（田中） ＫＤＤＩの田中でございます。本日は発言の機会をちょうだいいた

しまして、まことにありがとうございます。それでは、お手元の資料４ページ目にＫＤ

ＤＩのパートがあるかと思いますけれども、その資料を使ってご説明させていただきま

す。１枚めくっていただきまして、ＫＤＤＩのブロードバンド事業への取り組みという

ことで、順を追ってご説明させていただきます。 

  まず、過去の審議会でございますけれども、１分岐単位の接続料についてはさまざま

な課題があることから導入を見送ったというような経緯がございます。米印で２点書い
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てございますけれども、２００７年の３月、２００８年の３月にそれぞれ答申がされて

おりまして、冒頭の結論になったかというふうに理解しております。 

  こういった結論を受けまして、当社は投資リスクを負って自前設備、ＣＡＴＶ、ＮＴ

Ｔの東西さんの光８分岐利用により事業展開し、ブロードバンドサービスのエリアを拡

大している状況でございます。その下のほうに我々の取り組みということで、２００７

年に東京電力とのＦＴＴＨ事業の統合とか、ＪＣＮの連結子会社化とか、中部テレコミ

ュニケーションの連結子会社化、赤字で書いております関東・北海道での「ギガ得プラ

ン」の開始、これは８分岐ベースでございますけれども、その後、Ｊ－ＣＯＭへの資本

参加と、こういった経緯を歩んでおります。 

  我々としましては、１分岐単位の接続料につきましては見送りになったということで

ございますので、これは時間がかかるということで、我々独自でＮＴＴに対抗して、よ

りよいサービスをより安く提供するという考えのもとに、自社専用のＯＳＵを設置し、

また自前またはＮＴＴ東西の光ファイバを８分岐単位で利用するという形で、その下に

ございますとおり、当時フレッツは１００メガでございましたけれども、１００メガに

対してより高速な、よりよいという意味で、１ギガの高速サービスを導入しております。

また、設備の利用効率を高めることによって、ＮＴＴより１,０００円程度安い料金を

実現しているということでございます。 

  首都圏、札幌、仙台、宇都宮、金沢でシェアを伸ばしており、今後もエリア拡大を予

定しております。ここ数年の結果としましては、シェアを伸ばしているといったような

結果になっております。 

  めくっていただきまして、では１分岐単位の接続料の課題なのですけれども、先ほど

の答申におきましてＯＳＵ共用の場合はサービスの均一化、新サービス提供上の支障の

問題があるということでございますので、当社は自社専用のＯＳＵを設置し、１ギガ高

速サービスを実現したといったようなことをしております。その下の４ページ目にござ

いますけれども、もう１つ、ＯＳＵ専用の場合は、モラルハザード的な利用が多数出現

することが懸念されるということがございましたけれども、当社は設備の利用効率を高

め、１加入当たりのコストを下げるべく企業努力をしまして、８分岐利用の「ギガ得」

で収支が成り立ちつつあるということでございます。もう少しわかりやすく申し上げま

すと、当初８分岐単位ですとなかなか収支が合わないのではないかということで北海道

から順に始めましたけれども、８分岐単位においても収支が成り立つよといったような
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結果になってございます。 

  めくっていただきまして、５ページ目でございます。我々はどう考えているかという

ことでございますけれども、「光の道」実現に向けて、今設備競争を進めておりますけ

れども、これまでの競争の成果をなしにして、時代を逆行させるようなことがないよう

にすべきだというような考えを持っています。下のほうに日本の絵がかいておりますけ

れども、各地域の事業者が全国で自前設備による多様なサービスを展開しております。

そういう意味で、今回の議論の中では自由に創意工夫して多様なサービスを創出してき

た設備競争のさらなる促進が必要だというようなスタンスに立っております。 

  ６ページ目、次でございます。光ファイバの接続料のあり方でございますけれども、

１分岐接続料については種々の課題がある。現在、進展している設備ベースでの競争を

さらに伸ばすことが重要ということで、課題を含め１分岐単位の接続料は安易に導入す

べきではないと。それよりは、今８分岐単位の利用において設備競争が進んでおります

けれども、設備構築情報の開示、手続・リードタイムの同等性の改善が必要だと。すな

わち機能分離の導入、及び徹底が必要だと。むしろこちらのほうが競争を先に進める意

味においては重要だというふうに考えております。 

  具体的なことが次のページ以降に書いております。ページの７でございます。まず機

能分離ということでございますけれども、ファイアウォールの導入と実効性をチェック

できる仕組みが必要だ、いわゆるヒト・モノ・カネ・情報の遮断ということで、下のほ

うに絵がかいてありますけれども、ＮＴＴ東西の設備利用部門と東西の設備管理部門の

間にファイアウォールを設置して、同等性を確保していただきたい、またそのチェック

が必要だというふうに思っています。 

  次のページ、８ページでございます。設備構築情報のフェアな公開が必要ということ

でございまして、設備構築情報を競争事業者とＮＴＴ東西の設備利用部門との間で同時

期に同内容が公開されているかと、こういったことを担保していただきたい。具体的に

は配線ブロックの情報、８分岐ですとどの地域でどういうふうな配線ブロックになって

いるかという情報が必要でございますけれども、これにつきまして、また新たにひかり

が開通するエリアの情報につきましても、公開・同等性を担保していただきたいという

ふうに思っております。 

  次のページ、９ページ目でございます。もう１つは開通に係るリードタイム・要員配

置の同等性を確保していただきたいと。ＮＴＴ東西と我々は競争しておりますけれども、
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概して我々のほうがより開通に時間がかかるといった事例がございましたので、こうい

った点につきましてもリードタイムの差がないように、しっかりやっていく必要がある

のではないかというふうに思っています。 

  １０ページ目、営業活動等への流用防止等の徹底ということで、これはもう過去に問

題、事例が西さんのほうでございましたけれども、いわゆる設備管理部門を介して不正

に競争事業者の情報がＮＴＴ東西利用部門のほうに流れない仕組み、これを担保する必

要があるのではないかというふうに思っています。 

  最後のページになりますけれども、乖離額調整でございますけれども、「光の道」実

現のためには、競争促進を図ることは不可欠であり、競争事業者にとっては事業の予見

性、予見可能性が必要ということで、将来原価方式では接続水準を固定すべき、特例で

あっても乖離額調整は行うべきではないといったような考えでございます。 

  説明は以上になります。ありがとうございます。 

○根岸部会長 ありがとうございました。 

  それでは、続きましてソフトバンク株式会社からご説明をお願いいたします。 

○ソフトバンク（孫） ソフトバンクの孫です。よろしくお願いいたします。 

  それでは、私どもの資料の２ページを見ていただきたいと思いますが、今回の料金問

題というのは「光の道」を実現させるために機能分離が行われましたけれども、単に１

競争事業者の問題だけではなく日本再生のかぎ、ＩＴ立国のかぎになるというふうに思

っております。 

  ３ページ目をごらんください。ＩＴ立国の前提として、既に総務省並びに政府から２

０１５年ごろに「光の道」完成ということが打ち出されております。それをどうやって

実現するかと、そのための料金問題だというふうに思っております。 

  ４ページでございますが、先ほど副大臣のほうからもお話がございましたように、き

ょうの会合の一番の趣旨はＮＴＴの光接続料を議論するための場だというふうに認識し

ておりますが、中でもその接続料をいかに低廉化をして、いかにサービス競争、サービ

スが普及するかと。既にＮＴＴさんから設備は全国９割くらいのところに光はそのブロ

ックまでは来ているという話がございますが、サービス競争が進んでいない。料金の低

廉化が起きていない。したがって、高どまりして普及が行っていない。こういう問題が

きょうの一番のテーマだというふうに思っております。ですから、この「光の道」実現

というのは料金問題だと。 
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  ５ページをごらんください。３年前に議論なされましたけれども、先ほど田中さんが

おっしゃいましたように、この分岐問題が先送りされました。その３年間の間にどうな

ったかというと、６ページですけれども、ＮＴＴさんのシェアはますます支配的ポジシ

ョンを強めた、７５％のマーケットシェアになったということです。 

  ７ページをごらんください。３年前に我々は警告をいたしました。このままで行くと

ＮＴＴ１社支配がますます進むということを指摘させていただきました。当時は「いや

いや、まだまだこれからサービス事業者がどんどん参入する可能性がある。設備競争も

進む可能性がある」というご指摘でしたけれども、警告どおり料金は高どまりのまま、

普及率は一向に進んでいない。ＮＴＴさんみずからが当時発表されました３,０００万

加入というものに対して半分しか達成できていない。その計画に対して大幅な未達であ

ったということでございます。 

  ８ページですけれども、基本理念です。１加入当たりのコストの均一化。低廉化かつ

均一化ということが重要だと思っております。 

  ９ページをごらんください。今まで我々はＡＤＳＬを行うにおいてメタルの利用で、

例えばメタル線が３,０００芯入っているようなものでも、あるいは１００芯とかの田

舎のほうで使っているようなメタルの束において、稼働率が一体何％であれ、価格は田

舎でも、都会でも、稼働率が何％でも、均一の価格でメタルの利用ができました。しか

し、今の現在は光はこれまでは途上でありまして、均一の価格が提供されていなくて差

別的取り扱いが行われております。稼働率によって価格が異なるというのもおかしなも

のですが、しかし今までは８本束でしか受けられない。もし今回、８分岐を１加入者単

位で行われるとしても、稼働率に応じて料金がばらばらになるというのでは、これは差

別的取り扱いになるのではないか。田舎では普及が進まない、大きな事業者だけはサー

ビスできると、こういうふうになると思っております。ですから、メタルの利用とコン

セプトを同じにすべきだと。 

  １０ページをごらんください。郵便切手、これは田舎でも、都会でも、１枚で買おう

が、８枚で買おうが、同じ単価で買うことができます。もし、この切手が８枚セットだ

けでしか売りませんという状況になっていたとしたら、そんなに８枚もまとめて手紙を

送らないという一般庶民は、その利用が制限されると、不便であるという状況だったと

思います。むだになってしまう。料金を均一にして、なおかつ１利用単位で、つまり１

加入者単位で利用ができるということが大変重要なコンセプトだと思います。 
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  １１ページをごらんください。１加入当たり１,４００円にすべきだと思います。 

  １２ページをごらんください。今回、ＮＴＴさんの料金の申請需要の予測というのは、

「光の道」に対して、つまり総務省が既に発表しておられる「光の道」５,０００万加

入というような全国に目標というのに対して大幅な乖離があるようなことで、あらかじ

めＮＴＴさんは料金を申請しておられます。 

  １３ページをごらんください。しかも、きょうの議論の目的は、ＮＴＴさんの回線を

利用するサービス事業者がいかにオープンに、フェアに使えるかということを目的とし

た会議ですけれども、あらかじめＮＴＴさんのサービス料金の需要予測は、サービス事

業者は現在０.７％しか使われておりませんが、３年後でも０.９％どまりと。つまりＡ

ＤＳＬのときはサービス事業者が競ってこれを利用しに行っていたわけですけれども、

光においては事実上ハードルが高い。あらかじめ独占的状態のままをＮＴＴさんみずか

らが申請しておられるということです。 

  １４ページをごらんください。もし５年後に５,０００万加入に近いところを目指す

とすると、３年後には３,０００万くらいを目指さないといけないということになるわ

けですが、現在の１,５００万に光の新規加入が６００万、もしＡＤＳＬの事業者が利

用できるような、サービス利用できるような形で移行すれば、３,０００万加入も決し

て夢ではないということでございます。 

  １５ページをごらんください。加入の度合いが増えると、ＮＴＴさんみずからの機能

分離としてのアクセス部門の機能が、より稼働率が上がる、稼働数量が上がるというこ

とで、ＮＴＴさんみずからのコストダウンになるわけですけれども、ぜひオールジャパ

ンでコストダウンすることを目指すべきだというふうに思います。 

  １６ページをごらんください。ＡＤＳＬは１,４００円くらいでメタル回線が利用で

きます。これが同じコストで利用できるならば、ＡＤＳＬのお客様はスムーズに光に移

行すると思います。 

  １７ページです。低廉化の具体例ですけれども、もし１,４００円で各社が使えると

するのであれば、オールジャパンでＯＳＵの共用も可能になります。１８ページをごら

んください。ＯＳＵの共用が問題ありというふうに３年前に指摘されましたけれども、

技術面において、当時指摘された技術面の問題というのは実証実験が行われ、やはり問

題ではなかったということが証明されたと。運用面・サービス面で難しいとおっしゃっ

たことについては、ＮＴＴさんと同一ルールの適用で利用可能だというふうに思います。
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投資リスクがあるということについては、まさにサービス事業者が円滑に利用できるよ

うにすれば需要は喚起されるというのは、先ほど申し上げたとおりです。 

  １９ページです。技術的問題点、これはご存じのとおり、技術的問題点がない、なか

ったということが改めて証明されたと。ＮＴＴさんは問題ありということをずっと言っ

ておられましたが、実は問題なかったということが改めて証明された。 

  ２０ページですけれども、ルールも難しいのだとおっしゃいますが、ＮＴＴさんのル

ールに我々も準拠すると。メタルのＡＤＳＬのときも準拠したわけですけれども、同じ

ように準拠すれば何ら問題ない。 

  ２１ページですけれども、投資回収をスムーズに行えるようにする。そのためにはＯ

ＳＵをわざわざ他のサービス事業者を締め出すというのではなくて、皆で共同利用する

ということにすれば、むだの軽減ができて、稼働率が向上し、投資回収率はＮＴＴさん

にとっても上がる。 

  ２２ページをごらんください。他の国においてもＯＳＵ共用を既に実施済みだという

ことです。２３ページをごらんください。現状のＯＳＵ共用というのをやっていない日

本というのは、あまりにもおくれている。これを、私どもは構造分離を主張したわけで

すけれども、今回、構造分離は否定される方向になっておりますけれども、機能分離と

いう結論が出ましたが、機能分離としてせめてＯＳＵの共用くらいしないと、機能分離

した意味がない。 

  ２４ページをごらんください。ＮＴＴの光ファイバを利用していない、あまり利用し

ていないか、全く利用していないような会社が安くするのはけしからんということを言

っておられますが、それは設備事業者によるカルテルのようなもので、利用料金をなる

べく高どまりしたほうがいいと言っているに等しい指摘だというふうに思っております。

ちなみに、それを指摘しておられたケイ・オプティコムさんみずからは、ひかり電話を

１,４００円弱で提供しておられる。つまり、ケイ・オプティコムさんのコストは１,４

００円以下でも実現できているから、光電話を１,４００円以下で提供できている。し

たがって我々が１,４００円で１分岐単位でＮＴＴさんから利用できたとしても、それ

はケイ・オプティコムさんの経営を阻害するものではないというふうに思います。 

  ２５ページをごらんください。ＡＤＳＬについてはサービス事業者が競い合って利用

しました。しかし８本まとめ貸ししか提供しないという高どまり、しかもまとめてでし

か提供しないというルールのもとにおいては、サービス事業者としてはたかだか０.
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５％しか参加できていないという実態でございます。 

  ２６ページ。寡占、高どまり、一部地域、これはもうすべて問題だというふうに認識

します。 

  ２７ページ。タスクフォースの結論は機能分離でありました。２８ページをごらんく

ださい。機能分離したならば、その機能、つまりアクセス部門ができるだけ稼働率が上

がり、しかもフェアに、しかも１加入単位で提供するというのは当然だというふうに思

います。 

  ２９ページ。低廉化、サービスの多様化、まさにこれが福祉の増進だというふうに思

います。 

  最後ですけれども、オールジャパンで消費者の団体の皆様のためにも、一人一人の消

費者のためにも安くする、使いやすくする、まとめ貸しでしか貸さない、大手の事業者

だけが、ＫＤＤＩさんは既に採算が合うようになったとおっしゃいますけれども、それ

はＫＤＤＩさんのような大企業において初めて、もしかしたら一部成り立つことかもし

れませんが、一般庶民が一人一人の消費者が安く、簡単に、公平に利用できるというの

が基本的思想であるべきだというふうに思います。 

  以上です。 

○根岸部会長 ありがとうございました。 

  それでは、続きましてイー・アクセス株式会社からご説明をお願いいたします。 

○イー・アクセス（エリック・ガン） ありがとうございます。イー・アクセスの社長、

エリック・ガンと申します。本日のプレゼンテーションもありがとうございます。弊社

の意義の説明をいたします。 

  １ページを見てください。初めに、基本的な考え方ですけれども、現在、日本の光フ

ァイバの利用率は３０％台ですが、この数字は実際アメリカとヨーロッパといろいろな

各国の光ファイバの利用率と比較して低い数字ではありません。ここまでＮＴＴが頑張

ってやってきたのですけれども、これからはもっと早く高い利用率を達成するために、

弊社の提案は３つのポイントが挙げられます。ここに書いてありますけれども、設備競

争からサービス競争へのシフト、加入光ファイバの接続料金の低廉化、光アクセスとフ

ァイバーシェアリングの形でぜひ検討してもらいたいです。 

  次のページ、２ページを見てください。まずサービス競争の成功事例なのですけれど

も、これはＡＤＳＬです。ＡＤＳＬは１１年前に規制緩和のおかげで非常にフェアな形
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で競争が行われております。イー・アクセスとソフトバンク、あと関西ブロードバンド

の新規参入の事業者がマーケットを引っ張ってきて、シェアも６５％獲得できておりま

した。光ファイバの場合は、設備競争の形で分岐単位の接続の形もなくて、現状のマー

ケットシェアは、ＮＴＴさんが７５％のマーケットシェアを今持っている状態です。 

  ３ページ。ＡＤＳＬの成功要因の中身の説明なのですけれども、１１年前の議論なの

ですが、一番最初のところは接続料金です。ラインシェアリングの接続料金。当時８０

０円だった料金は、今現時点で７０円まで値下げしてきて、マーケットも一気に大きく

なってきた。そして、ただ接続料金だけではなくて、コロケーションと中継ダークファ

イバの部分の開放もできておりました。現時点で、海外よりも非常にオープンな形でＡ

ＤＳＬサービスを今進めております。世界で今最も安く、最も早いＡＤＳＬサービスが

実現できておりました。これからはもう光ファイバの設備競争だけではなくて、ぜひＡ

ＤＳＬと似たようなオープンな形、接続料金でぜひ検討してもらいたいのです。 

  ４ページ、光ファイバの接続料です。ＡＤＳＬの月額料金、接続料金の場合はライン

シェアリングの形で１回線１カ月当たり７７円。ドライカッパの場合は、これは二種な

のですけれども、１回線１カ月１,２７２円。それに対して光ファイバの場合は、直近

の値下げした数字と比較してシングルスターの光ファイバの接続料金は４,１９４円、

その後シェアドアクセスの方式、これは３２分岐の１回線１カ月の料金なのですが、非

常に高い料金で７,２９８円。これはＡＤＳＬの一種と比較して１００倍以上高い、二

種と比較して５倍以上高いです。ここは一番注目するところなのですけれども、ぜひ分

岐接続の形で１ユーザー当たり１回線１カ月１,５００円、メタルと同じくらいの水準

でぜひ検討してもらいたいです。 

  ５ページ、分岐単位のサービスモデルと現状の光ファイバのサービスの内容なのです

が、ここは左のところにＮＴＴの垂直型のビジネスモデルなのですけれども、月額料金、

光ファイバの１戸建ての料金が５,０００円、ＩＳＰの料金が１,２００円、光電話５０

０円、光テレビ大体３,０００円くらいを合わせて１万円以上くらいかかりますけれど

も、この垂直型のビジネスモデルだけではなくて、これからは水平型のビジネスモデル、

光アクセスの部分、分岐接続の形で非常にフェアな形でさまざまな事業者が参加しやす

いような形でマーケットも一気に大きくできるのではないかなと考えております。 

  利用シーンは６ページのこういう形で、光ファイバの利用者から見ると光ファイバの

上のサービスレイヤーとインターネット、テレビ、モバイルサービス、自分で利用した
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い形で自由に組み合わせることができます。 

  あと、７ページ、海外の事例を１つだけ紹介させてもらいたいのですけれども、これ

はイギリスのＢＴ、ブリティッシュテレコムオープンリーチについて説明いたします。

８ページ。まず、ＢＴのオープンリーチの組織は２００６年１月に設立しまして、初め

てＢＴの中の機能分離の形でつくった組織です。オープンリーチの組織は、３万人の社

員と本社も親会社から離れて設立しました。オープンリーチの社長も、これは非常にお

もしろいところなのですが、スティーブ・ロバートソンも、実際ＢＴ社内の人間のメン

バーではなくて、ＢＴの競合他社、Ｏ２テレコムの引っ張ってきたメンバーで、今オー

プンリーチの社長をやっております。 

 次のページ、オープンリーチの資産。これはご参考のためにごらんになってください。

実際、オープンリーチの資産はユーザーから電話交換局までのラスト１マイルのアクセ

ス部分、そして集約局までのバックホールの全部設備を今持っております。この資産の

総額は９２億ポンド、円で換算して１兆２,０００億円の資産を今持っております。こ

こはオープンリーチの商品で、ホールセールの商品なのですが、オフコムの定義はかな

り明確に書いてあります。ここは同じ商品、同じ料金、同じプロセス、Same Price、

Same Product、Same Process。オフコムの定義なのですけれども、これはＥＯＩ、

Equipment of Inputといいます。これは非常にフェアな形で、イコールフッティングと

いうような形で商品のポリシーが今設定されております。 

  もちろん、オープンリーチはホールセールの商品がたくさんありますけれども、きょ

うは光ファイバの接続料のご参考にするために、１０ページの２つのオープンリーチの

光ファイバの商品をご紹介させてもらいたいのです。ここはSuper-Fast Fiber Access

の商品、これはＦＴＴＰとＦＴＴＣの２つの商品が今ホールセールの形で提供されてお

ります。オープンリーチの２０１５年までの目標なのですけれども、光ファイバのカバ

ー率６６％を目指して、今いろいろなホールセールのメニューを展開しております。 

  １１ページ。ＦＴＴＰの場合は、日本の、きょう一番議論するところですが、分岐接

続の接続料金の形で、今実際イギリスのオープンリーチが１ユーザ単位の形で、今もサ

ービスがホールセールの形で提供されております。ここは右の上のボックスにも書いて

ありますけれども、工事費。例えば、いろいろなスピードのサービスは提供されており

ますけれども、下り４０メガの上り２メガのサービスの場合は、工事費７５ポンドは円

で換算して９,７５０円。年間の利用料、円で換算して２万３,８５２円。光ファイバは
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イギリスの場合、まだ利用率は現時点で非常に低いのですけれども、月額料金に換算し

て大体１,９００円くらい。日本の場合は３０％、イギリスよりかなり進めております

ので、イギリスのホールセール料金よりもっとリーズナブルな、１,５００円の料金で

実現できるのではないかなと思っております。 

  １２ページ。ご参考のために、ここはまだ日本の場合は議論されていないところなの

ですけれども、実際オープンリーチの場合はＦＴＴＣ、Fiber to the Cabinet、今こう

いうサービスも提供されております。キャビネットは日本の場合、電柱までのアクセス

の接続の形態なのですが、工事費が同じで９,７５０円で年間利用料が１万円。日本の

場合はマンションタイプのお客さん、ＶＤＳＬ回線の単位で、同じ形でアクセス、接続

できるのではないかなと思います。ぜひご参考のために導入を考えてください。 

  あと検討項目の１４ページ。先ほどＫＤＤＩさんもソフトバンクの孫さんも同じこと

を言っております。乖離額の調整制度と、利用者料金と接続料の関係、導入時期、慎重

に考えてもらいたいのです。 

  あと、１６ページのまとめなのですけれども、ぜひ日本の光アクセスもイギリスと似

たようなＢＴのオープンリーチの形で、Equipment of Input、同じ商品、同じ値段、同

じプロセス、ぜひ実現してもらいたいです。 

  以上です。ありがとうございます。 

○根岸部会長 ありがとうございました。 

  それでは続きまして、株式会社ジュピターテレコムからお願いいたします。 

○ジュピターテレコム（加藤） ジュピターテレコムの加藤と申します。本日発言の機会

をいただき、まことにありがとうございます。本日は、ケーブルテレビ事業者の立場か

ら意見を述べさせていただきます。 

  それでは、１ページ目をごらんください。まず、加入光ファイバにかかわる接続料の

改定につきましては、適切な原価に基づくものである限り問題はないというふうに考え

ております。次に乖離調整額についてですが、これはあくまで例外的な措置と認識して

おり、恒常的な適用については慎重な議論が必要であるというふうに考えております。

さらに、今回の申請になかったその分岐単位当たりの接続料設定につきましては、過去

に議論された課題などもあり、まだまだ十分な検討が必要な段階であるというふうに考

えております。全般的には「光の道」構想の取りまとめにも、設備競争とサービス競争

のバランスの観点から、設備競争への影響等に十分留意することが適当と述べられてい
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るとおり、我々設備事業者としましては、本件に関しましてもぜひこの点を十分考慮い

ただきたいと考えております。 

  それでは、次のページ以降、詳細について述べさせていただきます。まず、今回光フ

ァイバの接続料の値下げについてですが、これは情報通信市場に大きな影響を与える水

準であると認識しております。当然、競争環境にも大きなインパクトがあると思われま

すが、適切な原価に基づくものである限り、「光の道」構想の実現のためにも適当であ

ると考えております。ただし、設備競争とサービス競争のバランスに留意することが前

提であり、需要予測に加え、光ファイバの耐用年数や既存サービスの原価配分比率など、

透明性を確保した適正な原価算定が必要であり、ＮＴＴ東西さんの明確な機能分離によ

るさらなる原価算定の峻別化を行うことが必要であるというふうに考えております。 

  なお、乖離額調整制度につきましては、ＮＴＴのコスト削減インセンティブが働きに

くく、結果的にお客様の負担が増加する可能性があることから、恒常的な適用について

は慎重な議論が必要だというふうに考えております。 

  次のページをごらんください。次に分岐単位当たりの接続料設定についてですが、過

去に議論された課題も含め、十分な検討が必要であり、現段階ではいささか時期尚早か

と考えております。まずは現行の競争状況、今回申請された光ファイバ接続料での競争

状況を分析した上で、導入の要否を検討する必要があると考えております。その結果、

導入する方向になったとしても、現在残っている課題、サービス品質、運用面の確保に

かかわるコストの分析や評価や、それに基づく算定方法の検討を行うことが必要である

と考えております。これらの検討工程は公正性を担保するためにも検討機関を設けた上

で、ＮＴＴのみでなく、各関係者も含め十分に議論されることが必要であると考えてお

ります。 

  次のページをごらんください。ここでは現在の競争状況の一部をあらわしているもの

でございます。「光の道」構想における利用率向上のための１つの料金指標として、Ａ

ＤＳＬ並みの料金ということが言われておりますが、当社をはじめＫＤＤＩやケイ・オ

プティコムなどは既に電話を組み合わせた料金でＡＤＳＬとそん色のない水準を実現し

ていることがご理解いただけると思います。 

  次のページをごらんください。さらに、今回ＮＴＴさんから申請された８分岐単位の

シェアドアクセス方式でも、ＮＴＴ東西の実績である１芯当たり約３契約を獲得するこ

とにより、平成２５年度の接続料をベースとすると、分岐単位当たり接続料は実質的に
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メタル回線並みになるというふうに考えております。また、「光の道」構想におきまし

て医療・教育・行政などの分野でのＩＣＴ利活用促進が基本方針となっていることから、

１芯当たりの契約者数の増加も見込まれ、ＮＴＴさん以外のサービス競争事業者におい

ても十分実現可能なものであると考えております。 

  このような競争状況について、まずは適切に評価・分析を行い、「光の道」構想の実

現に当たってどのような方法が最良であるかの議論をする必要があると考えております。 

  次のページをごらんください。ここでは、平成２０年３月のＮＧＮ答申時に協議され

た主な内容と、現時点での環境変化を比較しております。ごらんのとおり、競争環境は

当時より進展している一方で、当時の課題は積み残しとなっている状況であると認識し

ております。さきにも述べました現状の競争環境の中で、さらに分岐単位当たりの接続

料設定の必要性があるのであれば、これらの積み残しの課題を解決し、適切なコストを

適切な算定方法を用いて設定すべきと考えております。 

  次のページをごらんください。繰り返しになりますが、分岐単位当たりの接続料設定

に当たっては、まず現状の接続料方式の前提とした競争状況を十分に評価していただき

たいというふうに考えております。さらに、分岐単位当たりの接続料設定が必要と判断

された場合、先ほど申し上げた各種課題につき関係事業者を含めた検討会で、オープン

な環境での議論を行うべきであるというふうに考えております。最終的には、これらの

議論を経て算定された分岐単位当たりの接続料は、現行の接続料方式と比較・評価する

ことが必要不可欠であり、その際は、ほんとうに低廉な価格でお客様に提供できるのか、

ほんとうに高品質な多様なサービスをお客様に提供できるのかが重要なポイントになる

と考えております。 

  最後になりますが、今回の趣旨からは若干外れますが、公正競争を担保する上で重要

なＮＴＴ業務範囲のあり方について、次のページで意見を述べさせていただきます。

「光の道」構想の実現に向けた取りまとめでは、ＮＴＴ東西の業務範囲のあり方につい

て見直しが提起されており、今後、活用業務の審査が緩和される予定と聞いております。

一方、この取りまとめにおいて、機能分離や子会社等との一体経営の対応等によるさら

なる公正競争確保を図った上で行うとも指摘されております。にもかかわらず、さらな

る公正競争確保の実効性が不明のまま、活用業務の審査が緩和されてしまうと、公正競

争上の問題が悪化するということが懸念されます。したがいまして、本件につきまして

はパブリックコメントなど行政や関係者による実効的なチェック機能を引き続き確保す
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ることを前提に検討するようにお願いしたいと考えております。 

  当社のプレゼンは以上となりますが、次稿以降にケーブル事業者の現状について参考

資料を添付しておりますので、別途ご確認ください。ありがとうございました。 

○根岸部会長 ありがとうございました。 

  それでは、続きまして株式会社ケイ・オプティコムからご説明をお願いいたします。 

○ケイ・オプティコム（藤野） 株式会社ケイ・オプティコムの社長の藤野でございます。

本日は、発言の機会を与えていただきまして、ありがとうございます。 

  早速ですが、１枚めくっていただきまして、１ページ目でございます。弊社は関西の

９割以上の地域でみずから敷設しました光ファイバを用いて、ＦＴＴＨサービスなどを

提供しております。下にあります絵のとおり、接続料は設備競争のなかったメタルでは

接続事業者とＮＴＴだけの問題でした。光ファイバなど設備競争が進展している現在で

は、接続事業者とＮＴＴの問題にとどまらず、弊社のような光インフラ事業者やケーブ

ルテレビ事業者の競争環境に多大な影響を与えるものであるということを、まず認識い

ただきたいと考えております。 

  続きまして、２ページ目でございます。今回、申請されました３年後に約３０％低減

という光ファイバ接続料は、市場に相当のインパクトを与える水準であります。弊社と

しましては、接続料の低廉化自体を否定するものではありませんので、コスト削減努力

などで対抗していく所存であります。その上で、今回の光ファイバ接続料の検討に際し、

本来的には実績原価方式で算定すべきものとの考えのもと、留意いただきたい点を幾つ

か申し上げます。 

  まず１点目は、設備競争への配慮です。設備競争が進展している光ファイバの接続料

では、光インフラ事業者を含めた競争事業者間の公平性担保が必要です。このことは、

「光の道」構想の取りまとめにおいても、設備競争への影響に十分留意が必要とされて

おります。 

  ２点目は、設備コストに基づく設定です。投資インセンティブを阻害することのない

よう、適正に設備コストを反映した接続料の設定をお願いするものです。特に、技術や

機能、独占的に構築された歴史など、あらゆる点で異なりますメタル回線と、光ファイ

バを比較するのは不適切と考えております。 

  続きまして、３ページ目です。仮に接続料を将来原価方式で算定する場合でも、実績

コストにより近づける努力が必要と考えます。特に、算定期間、需要想定、耐用年数に
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ついて、実績との乖離を大きくする要因とならないよう、慎重に検討いただくことが必

要です。なお、乖離額調整制度は、適正に設備コストを回収するという点、実績コスト

により近づけるとの点からは適切な仕組みではないかと考えております。 

  ４ページ目です。ここからは、分岐回線単位での接続料設定についての意見です。最

大の問題は、設備コストをＮＴＴにつけ回すことで不公正な競争環境を生むことです。

これはＯＳＵ共用、ＯＳＵ専用に共通的な問題です。絵にありますように、現行制度で

は接続事業者とＮＴＴのコスト負担や、弊社のような光インフラ事業者を含めた設備事

業者間の競争条件は、まだ公平で合理的な範囲と考えます。一方、分岐回線単位で設定

した場合には、ＮＴＴにコストをつけ回すことで接続事業者だけが優位となり、光イン

フラ事業者は不公平な競争条件を強いられます。 

  ５ページ目です。これはＯＳＵ共用の問題点です。ＯＳＵ共用により、分岐回線単位

での接続料設定を行いますと、共用設備の収容率を高めることを優先するあまり、新た

な技術を導入しないといったように、共用するどの事業者にも技術革新インセンティブ

が働かず、光アクセス網の進化が停滞すると考えられます。すなわち、新技術を利用し

た新たなネットワークに移行するには、共用する全接続事業者が一斉に移行するという

極めて難しいオペレーションが必要になってまいります。 

  続きまして、６ページ目です。以上から、分岐回線単位での接続料設定はいかなる形

態であっても設備競争の否定につながるものと考えます。設備競争とサービス競争のバ

ランスを図りながら、事業者間競争を促進するという「光の道」構想の基本的な考えに

も反します。したがいまして、分岐回線単位での接続料設定は今後とも実施すべきでは

ありません。 

  なお、現行制度のもとでも希望する接続事業者同士でシェアすることは可能と考えま

すので、これにつきましては次のページをごらんください。７ページ目でございます。

基本的にＯＳＵ共用は問題と考えますが、共用でもよいとする事業者がおられるなら、

その事業者間で共同でＯＳＵを設置し、運用する。また光ファイバも希望する事業者が

共同でＮＴＴから借り受けるという方法が現行制度でも可能であります。この方法では、

接続事業者にとってコスト分担ができるため、１ユーザー当たりのコストが低減します。

特に、公表されたパブリックコメントを拝見しますと、かなり多くの事業者の参加が見

込まれますので、相当のコスト低減効果が生ずるものと思われます。ＮＴＴにとっては

設備コストを適正に回収でき、また技術革新インセンティブも確保できます。弊社のよ
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うな光インフラ事業者も、少なくともＮＴＴへのコストつけ回しによる不公平な競争条

件は強いられず、また、技術革新インセンティブも確保されます。 

  ８ページ目です。平成２０年の審議会答申に示された３つの案です。表の左の下に赤

い字がありますように、先ほどの希望者同士のシェアというのは当時推奨されたもので

あります。それ以外につきましては指摘されていた問題や課題が解消されるような状況

変化はないと認識しております。 

  ９ページ目のまとめでございますが、適正に設備コストを反映した結果、光ファイバ

接続料が低廉化することは、「光の道」実現、実現後の持続的な発展のためにも、ある

べき方向性と考えます。しかし、設備コストと乖離した接続料設定は、設備競争を否定

し、サービスの多様化や普及の停滞につながるものと考えます。最後は、ＦＴＴＨの普

及促進・競争促進に向けて弊社の考えであります。接続料の値下げに伴うサービス料の

低廉化につきましては「光の道」実現にとって非常に重要なパラメーターではあります

が、超高速ブロードバンド世帯の世帯カバー率が９４％になろうとしている現在、普及

促進に向けては利活用策の充実に官民挙げて取り組むことこそが何より重要と考えてお

ります。また、ＮＴＴのシェア高まりに対しては、なし崩し的な業務範囲拡大への歯ど

め、また事業活動全般への抜けのない法規制、これがまずは必要と考えております。 

  以降のページでは参考ですが、簡単に説明させていただきます。１０ページ目はブロ

ードバンドでの利活用の促進です。特に行政・医療・教育の分野でブロードバンド利用

のすそ野を広げていく取り組みが必要と考えております。 

  １１ページ目は弊社の事例でありますが、ひかり電話や光テレビといった新しいサー

ビスを付加的にするごとにＦＴＴＨの加入者は伸びてまいりました。言いかえますと、

電話やテレビサービスがなければ、ＦＴＴＨ加入者の伸びは小さかったと評価しており

ます。このため、ＦＴＴＨの普及促進にはインターネットの利活用や付加価値の充実が

何より重要と考える次第です。 

 １２ページ目です。弊社は従来からＮＴＴのシェアの高まりの要因は活用業務の問題、

子会社の問題、グループドミナンスの問題にあると申し上げております。このうち活用

業務については法改正により手続の緩和が予定されていることから、今後のシェア拡大

の最大の要因になると懸念しております。 

  １３ページ目ですが、地域系事業者の概要でございます。弊社と同様の事業者が各地

域に法人・個人向けに事業展開しておりまして、長年地域に根づいて地道に設備構築を
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積み重ねてまいりました結果、９社合計の総投資額は２兆円を超えまして、光ケーブル

の総物量は既に４５万キロに上っております。 

  最後に１４ページ目です。近畿２府４県のＦＴＴＨの世帯普及率は全国トップである

滋賀県を筆頭に、ほとんどが全国平均を上回っております。これは設備競争の１つの効

果のあらわれであると考えております。このように、設備競争は大都市圏だけのもので

はなく、国全体としてのブロードバンド普及率の向上、利用者・利便性の向上に大きく

寄与するものであるということを申し上げまして、弊社からの意見陳述を終わらせてい

ただきます。ありがとうございました。 

○根岸部会長 どうもありがとうございました。 

  それでは、続きまして関西ブロードバンドからご説明をお願いいたします。 

○関西ブロードバンド（三須） お招きいただきまして光栄に存じます。私は本日、都市

部で事業を営んでいらっしゃる事業者の方々とは一線を画し、切り捨て御免、限界集落、

こういったところで頑張って事業を営んでおりますＡＤＳＬ事業者並びにその地域の

方々の代表として、この場に臨んでおります。とりわけ、地域ＡＤＳＬ事業者は懸命の

努力でみずからの資金で、ＡＤＳＬの開局からお客様獲得、メンテナンス、管理まで行

っております。この存在は極めて重要なものでありまして、デジタルデバイド１００％

を目指すためにこういった事業者は欠かせぬ存在であると認識をしております。当社は、

その代表として昨日、その事業者の総意として共同記者会見を行って、今回の１分岐単

位の貸し出しやＯＳＵの共用が、地域にとっていかに大事か、これを訴えてきたわけで

ございます。政府が唱えるデジタルデバイド解消政策や「光の道」戦略が後押しに、フ

ォローウィンドになることを信じて、日々努力を重ねているわけでございます。 

  ２年前に、私もこの場でダークファイバの解放と波長多重、ＷＤＭのつつがない提供

を切に訴えて、この席に臨んだわけでございます。デジタルデバイドの解消には極めて

ローコストのダークファイバが絶対条件であるし、離島などの中継回線には大容量伝送

路、ＷＤＭが安価で可能なことも絶対条件でございました。幸いにこの２月頭には鹿児

島県南西諸島のＷＤＭが１０ギガ開通し、ほんとうに地域の方々は沸き返っています。

このようなことが努力をすればできるんだということを、私たち地域事業者は痛感して

いるわけでございます。また、ダークファイバにつきましても、非常に困難なところで

ございました。現在も少し不透明感が残りますけれども、調達にもうまくいっている状

況も見えてきています。 
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  しかしながら、今回の課題、これは都市部だけではございません。地域の方々がいか

にブロードバンドを欲しているか、皆様方も重々おわかりかと思います。それを提供す

る事業者である私たちは１分岐以外の方法、確かに８分岐でも安くなればいいです。地

域こそが情報発信をしたがっているし、そのために私たちはお安く、公平にお届けする

責務が電気通信事業者としてあるわけでございます。そのためには、先ほどソフトバン

ク様がおっしゃっておられました考え方には全くもって同調いたしております。つつが

なく１分岐単位での貸し出し、ＯＳＵの共用、これは進めるべきと地域から代表して私

がお届けしたいと思っております。 

  昨日の記者会見においてもこの思いを遂げております。どうか皆様方もこれを聞き入

れていただきたいと考えております。 

  さて、レジュメに戻ります。３ページ。地域の現状は先ほど申しましたように１から

６番、このようなことが起こっているわけでございます。私たちは、住民の方も一緒で、

今は耐えて地域と協力しながら事業を継続していかなければならない。これがＡＤＳＬ

で一生懸命私たちは開局などしておりますが、そこで一方的に光化の運動があって、そ

して１分岐単位で大手事業者がそのエリアに進出してくるということになれば、大変な

問題になると思います。 

  その問題点としまして、その次のページでございますが、利用者が少ない地域での８

回線単位貸し。二、三人の利用者しかいないところへの８回線単位貸しは全くもってニ

ーズに合いません。利用者が見込めるところでも、８回線単位貸しなので競争はできま

せん。少数利用者の地域こそ１分岐貸しスキームが必要、小規模事業者の参入障壁を取

り除いてください。もっともっと私たちが地域の活性化をねらっていくものを堂々と受

け入れるための施策であるべきです。 

  ２番目、ＡＤＳＬのみの地域、光も来ていないという地域です。こちらの光化と８回

線単位貸しです。大手が不在の地域でＡＤＳＬ事業を展開、懸命なるリテラシーで顧客

増加している地域は逆に光化のターゲットになるのではないかと危惧しています。１分

岐貸しスキームがなければ競争が起きず、無条件で顧客を奪われる懸念もございます。

１分岐貸しスキームによってＡＤＳＬ撤退後も競争環境を整えていただきたい。 

  それから、地域、地域事業者が抱える光化の問題点２。３番、公設光ファイバ網ＩＲ

Ｕ地域における独占。この点についても少し触れさせていただきたいと思います。公設

での「光の道」という施策が出てきております。ＩＲＵであったり、指定管理者であっ
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たり、公設、公営、業務委託パターンとありますが、当社はその３パターンとも現在仕

事をさせていただいております。しかし、ＩＲＵとなりますと圧倒的にＮＴＴさんの独

断場でございまして、その場合にはこのスキームがほんとうに適用できるのかと、今後

「光の道」の中で低廉な値段でサービス競争に突入していくためにも、事業者の競争と

いうのは全く起きにくく、利用者にとっても健全とは言い切れないのではないかと。公

設ＩＲＵ地域でも開放、競争環境を、それから合理的かつ公平な接続料金の設定を検討

すべきであると考えております。ＩＲＵ事業を複数のエリアで営む弊社も検討すべきこ

とと考えておりまして、ＮＴＴ東西殿が展開するＩＲＵエリアでも検討していただきた

いと考えております。 

  最終的に、まとめでございますが、その次のページ。地域にこそ、低価格と競争が必

要なのだと、地域では低価格こそが真のニーズなのです。年間所得も非常に低うござい

ます。ＩＣＴにかかわる費用もなかなか捻出できません。そういったところこそ、低価

格こそが真のニーズである。事業者ももっともっと競争しましょう。そしてサービスや

価格の一層の低価格化を図るべきです。利用者が少ない地域こそ１分岐貸しを、事業者

の競争を促すためにも１分岐貸しを、ＩＲＵエリアの解放と接続料の検討、利用者増加

で地域でも採算化が整ってまいると信じて疑いません。地域でお困りの利用者様の目線

で、地域事業者がより地域に根ざしたサービスの差別化を図るために、地域でも大手と

公平に競争ができる、一層の開放を感じとることができる接続料の設定を切望いたしま

す。 

  以下のページは、昨日の地域事業者９社による連名意見の記者会見の資料でございま

す。最後に、関西ブロードバンドが現在展開しているエリア図などを掲載させていただ

いております。こういった地域に台頭する地域事業者の立場をよくご尊重いただきたい

と思っております。ありがとうございました。 

○根岸部会長 ありがとうございました。 

  それでは、続きまして全国消費者団体連絡会からご説明をお願いいたします。 

○全国消費者団体連絡会（田中） 全国消費者団体連絡会事務局の田中と申します。よろ

しくお願いいたします。 

  まず最初に、今回資料の提出が間に合わなかったことをおわびいたします。すみませ

ん。口頭で発言させていただきます。 

  平成２３年度以降の加入光ファイバに係る接続料の改定について。今回の接続料引き
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下げの目的は、ブロードバンドの利用率９０％以上を達成するための基盤整備の一環だ

と考えます。今回の申請では、接続料の引き下げ幅はＮＴＴ東日本の例では２０１１年

から３年間で段階的に２７％減、月額３,３８０円と提示してあります。この接続料の

改定が利用者料金の設定にどのような影響を及ぼすのでしょうか。私たち消費者として

は、この引き下げを１日も早く利用者料金に反映していただきたいと考えております。 

  次に、シェアドアクセス方式での接続料について。光ファイバによる家庭向けのデー

タ通信サービスＦＴＴＨではＮＴＴ東西が７５％のシェアを有しております。他事業者

の参入を増やして、競争による料金の引き下げ、市場の活性化を図ることが利用者の増

加につながると考えております。ＮＴＴ東西の申請では、１つの回線１芯を複数ユーザ

ーで共有する方式に、シェアド方式です。それに対してはこれまでどおり１芯単位での

接続料が設定されています。１芯は最大８分岐して使えますが、世帯が集中していない

地域ではこれを全部使い切ることは難しいのではないかと思われます。１分岐単位での

貸し出しが例えば技術的に困難であるとか、故障しやすい、そういう理由があればとも

かくですが、そうでなければ、１芯を束ではなく１分岐単位での貸し出しとしたほうが

事業者にとって接続料も抑えられ、これまで以上にブロードバンドサービス提供に参入

する事業者が増え、消費者にとってＦＴＴＨを利用する価格的メリットにつながるので

はないかと思われます。 

  最後に、ブロードバンドサービスの拡大について。ブロードバンドサービスを利用す

る消費者を増やすためには、何より利用することのメリットとデメリットが明らかにな

っていることが重要です。現在でも、全国土の９割以上に光ファイバ網が広がっている

にもかかわらず、利用率は３割強にとどまっているという現実です。消費者にとっての

メリットとデメリットが明らかになっていないことによるのではないでしょうか。ブロ

ードバンドサービスを普及させる「光の道」構想の目指すものが何なのか、具体例を明

らかにしながら、消費者にとってのメリットとデメリットを丁寧に説明することが求め

られていると思います。 

  以上です。 

○根岸部会長 ありがとうございました。 

  それでは、続きまして東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社からご説

明をお願いいたします。 

○ＮＴＴ東日本（江部） ＮＴＴ東日本の江部でございます。ＮＴＴ東西を代表いたしま
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して、申請者の立場から考え方をご説明させていただきたいというふうに思います。 

  まず、２ページでありますが、議論の前提としてこの日本の超高速ブロードバンドの

状況認識についてでありますが、世帯カバー率、あるいは普及率とも世界最高水準であ

るということは周知の事実だと思います。これは、先ほど来ありますようにＣＡＴＶも

含めました複数の事業者による設備競争の進展がもたらしたものだというふうに考えて

おります。さらにこれに加えて、マンション市場のみならず、戸建市場においてもシェ

アドアクセス方式を導入いたしまして市場に参入されているという、その参入が既に始

まっているというのが今の状況であります。この設備競争とサービス競争が併存すると

いう国は、世界を見ても極めてまれな国であるというふうに思っております。ユーザー

料金につきまして高どまりというご指摘もありますけれども、現在、なお世界で最も低

廉な水準であり、あるいはサービス品質についても世界最高の水準であるということで

ございます。ＮＴＴのシェアについてご議論がございますけれども、少なくともユーザ

ーから見た場合、料金・品質という面では利用者の利益を損なっているというふうには

考えておりませんし、むしろ私どもは積極的にエリアを拡大することによって、ユーザ

ーの期待にこたえてきたというつもりでございます。もう１点、規制面で言いましても、

主要国の中で光ファイバにアンバンドル義務を課しているという国は日本だけでござい

ます。このことをまず申し上げておきたいと思います。 

  ３ページ、４ページ目はそれに関する資料でありますので、説明は省略いたします。

６ページに飛ばしていただきます。今回の申請料金のポイントについて、若干ご説明を

いたします。まず３年間の将来原価方式を採用しております。これにつきましては、先

ほどケイ・オプティコムさんからありましたように実績原価が本来だというようなお話

もございます。あるいは単年度の将来原価によるというような方法もございますけれど

も、やはり将来の低廉化の見通しをお示しするほうが、各事業者の光ブロードバンドへ

の取り組みを後押しできるというふうに考えて、３年間としたところでございます。コ

ストについては、当然年度ごとに変動するということでございますので、年度ごとにコ

ストに応じた設備用にするということで、年度別の接続料ということにさせていただい

ています。 

  需要につきましては、私どもは新たな新料金メニューも考えておりますし、あるいは

利活用促進も積極的に展開したいというふうに思っております。さらには、政府の利活

用促進への取り組みといったものに期待をいたしまして積極的に需要を見込んでおりま
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す。一方、費用につきましては、芯線数の増加はありますけれども、約２割ほど増加い

たしますが、接続原価についてはこれを吸収しておおむね横ばいというところでコスト

を抑制するということにしております。 

  それからもう１点、過去３年間の乖離額の補正の問題でございますけれども、これは

現行のルールによりますと乖離額が３６０億ということになっております。これを私ど

もは１２４億に圧縮をして２３年度の原価に加えるということにしております。これは

ルールでは予測原価はそのまま置いておいて、フィックスして、需要の差分だけを、そ

の分を乖離額とするというルールでございました。しかし、私どもは実際にかかったコ

スト以上のものをご負担いただくということはやはりいかがかということで、これを実

績分原価に変えさせていただいたということでございます。 

  以上の結果、３年後約３０％の低廉化ということになりまして、１芯に２ないし３ユ

ーザーを収容するということにすれば、現在のメタル並みのコスト水準になるというこ

とでございまして、「光の道」の推進に資するものというふうに考えております。 

  ７ページから１３ページ、今申し上げたことについての補足的な資料を添付してござ

います。時間もございませんので、先へ行かせていただきます。 

  １５ページでございます。１５ページは今回の１つの論点であります将来原価補正制

度の導入をお願いした、その考え方について述べてあります。接続料の算定方式には実

績原価方式と将来原価方式とがありますけれども、実績原価方式というのは前々年度の

実績を当年度の単価というふうに置きかえただけでありまして、これが実際、実績が出

た時点では、すなわち２年後には実績が判明しますので、この乖離額を調整するという

仕組みになってございます。 

  一方、将来原価方式は、直近の２年前の実績を適用するにはあまりにもサービスが成

長期であるというようなことで、あらかじめそれは適当でないということが明らかだと

いうような場合に、将来の需要コストを予測して当年度のコストを算定するという方式

でございます。いずれにしても、実績原価にしても、将来原価にしても、当年度のコス

トはまだ出ておりませんから、これを仮置きするということについては同じであります。

実績原価方式の場合には乖離額調整制度があるにもかかわらず、将来原価方式にはこれ

がないということは、バランスを失するのではないかということでございます。こうい

う考え方に基づきまして、今回１年間の将来原価方式でＮＧＮのひかり電話接続料を算

定しておりますけれども、これも過去、２１年度の実績が出ましたので、これが設定し
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た接続料よりも、原価よりも実績が低かったということがありますので、この分を２３

年度の原価から差し引くということで、２３年度の接続料を申請させていただきます。 

  いずれにしても、実際にかかった費用を利用した事業者が利用した分に応じて負担す

るというのが本来の接続料のあり方ではないかというふうに考えております。なお、こ

の乖離額調整制度につきまして、私どものコスト削減インセンティブがなくなるのでは

ないかということを懸念されている事業者さんがいらっしゃいますけれども、それはま

さに完全構造分離のような場合にはそういうことは大いにあり得るだろうというふうに

思いますが、実際にこのコストの大半を負担するのは私どもの利用部門でありますから、

それはコストが下がったほうがいいに決まっているわけであります。そういうことから

言っても、それはまさに杞憂でありますし、今回、先ほどご説明申し上げましたように、

実は３年前同じ懸念のもとで原価を予測原価にすべきだということで決められました。

しかし、実際やってみましたら、予測原価を実績原価が下回ったということで乖離額が

先ほど申し上げましたように大幅に削減できたということでありまして、そういう意味

でそのコスト削減のインセンティブが働かないということについては全くの杞憂である

ということを既に実証したものだというふうに思っております。 

  次の論点でありますが、２０ページに飛ばしていただきます。もう１つの論点は、先

ほど来出ておりますが、ＯＳＵの共用の問題であります。これについては、そもそも各

事業者のサービスや品質を規定してコントロールしているというのは光ファイバではな

くて、ＯＳＵ、ＯＮＵ、あるいは収容ルータ、あるいはＳＩＰサーバというネットワー

ク機器であります。アクセスである光ファイバについては規定されたパケットを疎通す

るという機能を持つだけであります。先ほど来、その８分岐という話がありますけれど

も、光については８車線の道があるわけではなくて、１芯１車線の道しかないのです。

この１車線の道を８つの入口があるものを、それをどうコントロールして１車線の道を

通すかという、その機能をＯＳＵやＳＩＰサーバ、ルータが持っているということであ

ります。ですから８枚の切符を１枚ばら売りするのとは全然違うということをご理解い

ただきたいというふうに思います。したがいまして、このＯＳＵの共用というのは、ま

さにこのサービススペックを規定するものでありますので、これを共用するということ

になりますと、サービス提供事業者に均一のサービスを義務づけるということになりま

す。これではサービスの進化・発展を妨げるということになることは明らかであります

ので、これは導入すべきではないというふうに考えております。 
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  先ほど、ソフトバンクさんが共用実験でうまくいったというお話をされました。これ

は現在の市販の振り分け装置で、しかも全部ベストエフォートだという前提でうまくい

ったということだろうと思います。この振り分け装置というのは、ベストエフォートで

あれ、帯域確保のサービスであれ、パケットを均等に振り分けるという機能であります

ので、トータルでオーバーフローしたときには、ベストエフォートも帯域確保もなく一

律に同じようにパケットを棄却すると、捨てると、こういうことでございますので、私

どもの例えば地デジの再送信、あるいはひかり電話というようなものについては影響を

受けるということは明らかであります。念のためにこの同じような振り分け装置で実験

をしてみましたけれども、やはり地デジの画像は乱れますし、ＩＰ電話の音声は途切れ

るという現象を確認しております。 

  それでは、そうではなくてもっと高機能の振り分け装置等を導入すればできるのでは

ないかという議論は当然あると思います。これは理論的には可能だというふうに思いま

す。ただし、これは相当大きなコストがかかるということは間違いないということが第

１点。それから、共用するにしても、どうやってネットワークをコントロールするかと

いうことについて、その事業者同士で、当然あらかじめすり合わせが要ります。どうい

うスペックにするか、どういう機能を持たせるかということについて。が、そもそもそ

ういうすり合わせというのが実際にできるかということについては、甚だ疑問であると

いうことが２点目であります。それから、仮に一たんは合意したとしても未来永久に同

じということにはなりませんので、何らかの技術の進歩等によって新たな状況ができた

ときに、また事業者で全部協議をして協議が整わない限り次へ進めないということでは、

これは機動的なサービスの提供等に大きな支障が出るというふうに考えております。ま

た、運用上も問題があるというふうに考えております。したがって、ＯＳＵの共用とい

うのは非常に多くの問題をはらんでおりますので、何よりもサービス提供事業者の自由

度を奪うというような共用というものについては、これはやるべきではないというのが

私どもの考え方であります。 

  それから、もう１つの論点は共用はしないとしても接続料の算定の方式として１芯当

たりではなくてユーザー単位にしたらどうだということは、もう１つの論点としてある

ということです。これについては２８ページに出ております。これについては、光ファ

イバというのは、先ほども申し上げましたように、１芯を出口を８つに共用するという

ことでありますが、これは１ユーザーで利用しようと、複数のユーザーで利用しようと、
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基本的には１芯のコストというのは変わりません。これがまず１つです。したがいまし

て、シングルスターというのは１芯を丸ごと使うわけです。例えば携帯事業者さんの基

地局の回線とか、そういうものとか、あるいはマンションに引き込むというようなもの。

こういうものについては１芯丸ごとでありますので、当然１芯単位と。シェアドアクセ

スでも、これはＯＳＵを共用しないと、スプリッタを共用しないということであれば、

当然１芯を専用するわけですから、１芯単位の接続料をお支払いいただくというのが当

然だろうというふうに思います。それでは、そのＯＳＵを共用してもいいと、本来、将

来問題があるとは思いますけれども、共用を希望するという事業者につきましては、ぜ

ひその当該事業者でコンソーシアムを組むような形でＯＳＵを共用していただきたいと

いうふうに思っています。その場合には、コンソーシアムが１芯を専用していることに

は変わりませんので、コンソーシアムで１芯分のコストを負担していただくと、こうい

うことに当然なろうかと思います。 

  仮に、そうではなくて、ほんとうに１芯ではなくて１ユーザー単位に分けた接続料を

設定するということになりますと、これはＮＴＴ東西の設備部門にとりましては、借り

る側がどのような営業努力をして何ユーザー入れるかということによって、取り漏れが

出てくるというような、そういうリスクを負担するということになりますので、これは

困ると。あわせて、先ほどもありましたけれども、みずから設備を構築して投資リスク

を負いながら営業している事業者様にとっては、８分岐、８芯を丸ごと使うという前提

でコストを負担しておられるということから、そういう事業者とのリスクのとり方のバ

ランスも欠くということになろうかと思います。 

  また、１芯に１ユーザーを入れようと、２ユーザー入れようと、３ユーザーであろう

とも同じコストだということになりますと、これは１芯を有効に使ってユーザーをたく

さん入れようというモチベーションが全然わかないという仕組みになりますので、これ

はモラルハザード的な利用を助長するということになろうかと思います。結果としてむ

だな投資が増えるということにもなりかねないということであります。 

  それに加えて、やはり１芯を有効に使っておられる事業者とそうではない事業者に同

じコストを負担してもらうというか、効率的に使っている事業者のほうがたくさんのコ

ストを負担するという仕組みにもなりかねないわけでありまして、ということは、やは

り負担の均衡という面でおかしいだろうと。さらに、そういうものを希望する事業者様

に向けて新たなオペレーションシステムを開発するという必要もありますけれども、そ
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のコストをみんなで負担するということは、とても納得が得られないのではないかとい

うふうに思います。 

  そういうことで、ぜひＯＳＵ共用で構わないという事業者様は、共用のルールをぜひ

相談していただきたいというふうに思いますし、その上で私どもで何か協力ができるこ

とがあれば検討したいというふうに思っております。 

  それからもう１点、ＢＴの話がございましたので、少し日本とかなり状況が違うとい

うことは申し上げておきたいというふうに思います。確かにＯＳＵを共用して分岐単位

でということをトライアルとして実施しようという話があるということは承知しており

ます。ただＢＴにはもともとアンバウンドの義務がありませんから、芯線を貸すという

ことがありません。両側にそのネットワーク設備をつけておろしということで、それを

提供しようということでありますが、このおろしについては料金規制はございません。

また、イギリスにとっては初めてのＦＴＴＨに近いサービスであります。先ほどイー・

アクセスさんからご紹介がありましたけれども、ユーザー料金については、日本に近い

下り１００メガ、上り３０メガについては、１ポーター当たり６,０００円ということ

で、必ずしも安い値段ではないということを申し上げておきたいと思います。 

  ちょっと時間が延びました。以上でございます。 

○根岸部会長 では。 

○ＮＴＴ西日本（大竹） 時間が大分オーバーしているので、資料は基本的な考え方は同

じなので、資料として違うところだけ少しご説明させていただきます。 

  西日本の資料の７ページ目、８ページ目でありますけれども、ここの私どもの接続料

の低減というのは、平成２５年度で約３０％ということの低廉化をしております。 

  それから、あと２点目に１７ページですけれども、乖離額調整できますけれども、平

成２０年度から平成２２年度の乖離額についてはできるだけ早期にご負担をいただくと

いうのは基本的な考えでありますけれども、平成２３年度の接続料が値上げとならない

ように配慮しまして、西日本としては平成２３年度と２４年度の２年間で応分に乖離額

の調整をさせていただく、そういう点が異なっております。 

  それから、最後に３点目でございますけれども、資料の最終ページ、参考資料５であ

りますけれども、西日本エリアのＦＴＴＨの市場は、先ほどケイ・オプティコムさんの

資料の中にもありましたけれども、関西エリアを中心にして設備競争が非常に激しい状

況にあります。そういった意味で、その結果、滋賀県というところを見てみますと、Ｆ
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ＴＴＨの世帯普及率が東京都を上回っているということで、設備競争の激しい府県では

世帯普及率が非常に高くなっていると。ある意味では設備競争が世帯普及率の拡大にも

有効に機能しているというようなものをあらわしているというふうに思っています。 

  私どもからは以上です。 

 

質疑・討議 

 

○根岸部会長 ありがとうございました。 

  それでは、引き続きまして議事次第の３の「質疑・討議」というところに移りたいと

思います。ただいまの各社及び団体からの意見陳述につきまして、ご質問・ご意見とい

うことで、主として我々のほうから聞くということなのですけれども、もちろん適宜き

ょうプレゼンテーションなさってくださったところからもご質問なりご意見をいただき

たいと思います。 

  それでは、どうぞ、こちらのほうから何か。 

○酒井部会長代理 よろしいですか。 

○根岸部会長 どうぞ。 

○酒井部会長代理 このＮＴＴ東の資料によりますと、今現在、３分岐体制のときにかな

り１つを均等に割り当てるのではなくて、あるときは優先度を高くしたり、低くしたり、

いろいろな制御をやっているというお話だったのですが、ＫＤＤＩのほうもほぼ同じよ

うな制御をしていると思ってよろしいのでしょうか。 

○ＫＤＤＩ（田中） ＫＤＤＩの田中です。そうでございます。優先制御とか、いろいろ

なアプリケーションによってやっております。 

○酒井部会長代理 両社でもちろん多少違いがあるかもしれませんけれども、大体同じよ

うなことをやっているというふうに解釈してよろしいですね。 

○ＫＤＤＩ（田中） おそらく。 

○酒井部会長代理 はい、わかりました。 

○相田専門委員 ＮＴＴさんに比較的シンプルなクエスチョンなのですけれども、今後、

その例の機能分離ということでヒト・モノ・カネ何とか、情報のというのがほかからも

指摘がありましたけれども、ＮＴＴさんとしてはこの後、現在お持ちのＯＳＵというの

を管理部門の持ち物にされるつもりなのか、利用部門のものにされるつもりなのか、そ
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こら辺についてお伺いしたいと思います。 

○ＮＴＴ東日本（江部） 法律がどういう形で出てくるか詳細がわかりませんので、です

が、基本的にはやはりまずはアクセスを明確にするということが基本だろうというふう

に思っております。というのは、これはサービスのスペック等を規定するのがＯＳＵあ

るいはＳＩＰサーバ等でありますので、これは利用部門が新しいサービスを開発すると

いうときに必ず手を入れなければいけないというものでありますので、観念的には利用

部門がコントロールするということはどうしても必要だというふうに思っています。 

○ＮＴＴ西日本（大竹） そういう面では、ＯＳＵにつきましては既に、先ほどＫＤＤＩ

さんの説明にもありましたように、やはり事業者が適宜設置をできると、こういったよ

うな観点から見てみると、現在は指定電気通信設備ということになっておりますけれど

も、それから外してもいいという考え方もあるというふうに思っています。 

○辻臨時委員 よろしいですか。 

○根岸部会長 どうぞ。 

○辻臨時委員 ３年前にもこの接続料に関するヒアリングがありましたが、それ以来この

二、三年間で大きく情勢が変わったと思います。１つは、前回のときは８分岐について

はＮＴＴ以外の大部分の事業者は８分岐を認めてほしいと主張されていたと記憶してい

ます。しかし今回では、回線を持たれている事業者は、それは困る、他方回線を保有さ

れない事業者は認めてサービス競争を行うべきと主張されていますが、これは当然の結

果だと思います。ＫＤＤＩ以下、回線を持っておられる方は、Ｊコム、ケイ・オプティ

コムです。少し意地の悪い質問をしますが、仮に万が一にも８分岐が認められたと仮定

した場合、それを利用されますか。皆様方は回線を持っておられますが、仮に８分岐が

可能になった場合、これも一緒にやられるのかお聞きします。それがまず１点です。特

に、ＫＤＤＩとケイ・オプティコムさんは異なる観点をお持ちかと思います。 

  それからもう１点、３年間で異なってきた点は、ＮＴＴのマーケットシェアが７５％

に上昇したことです。競争評価の委員会でこれを議論しておりますが、この上昇の原因

をケイ・オプティコムさんは活用業務等と言われました。この点については、皆さん方

がどう競争で努力されても、どうしようもなく上昇していくものなのか、あるいは今後

この状態でも頑張っていけるものなのか、回線を持っておられる事業者にお聞かせ願え

ますか。 

○根岸部会長 それでは、ちょっと順番ということで、ＮＴＴ様、ＫＤＤＩ様、ケイ・オ
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プティコム、どうぞ。 

○ＮＴＴ東日本（江部） 最後のシェアの点をお尋ねがありましたので、これは正直言っ

て私どもも従来のメタルのＡＤＳＬからフレッツへの勧奨を相当積極的にやったという

ことは１つありますし、それからエリアも拡大しておりますので、そういうエリアでは

正直あまりほかの参入事業者がいないというエリアの地方でございますので、そういう

要素もあるのだろうと思っております。 

  直近の例で言いますと、先ほどＫＤＤＩさんからお話がございましたけれども、シェ

アドで札幌とか、あるいは仙台とか、各地で参入をされております。そのエリアでは明

らかに私どもの純増のシェアが直近では半分を下回るというようなところも出てきてお

りますので、もう少しそのシェアについては先を見ていくと、このシェアド方式での参

入が出てくれば、かなりシェアも変わってくるというふうには思っております。 

○根岸部会長 では、ＫＤＤＩさん。 

○ＫＤＤＩ（田中） まず、我々自身ＮＴＴさんの８分岐を借りてやっているわけなので

すが、お客様の観点からすると、料金と当然機能、今回の場合はスピードですけれども、

この２点があるのですが、我々自身としてはお客さんにアンケートをしますと、料金も

さることながら、そのスピードに対する欲求というのが結構出ていましたので、自社の

ＯＳＵを入れてハイスピードというので訴求しました。これがやはり当たって、札幌で

はシェアが上がったというふうに見ています。そういう意味で、いわゆる共用型のＯＳ

Ｕにつきましては我々自身はやらないという回答でございます。 

  もう１つ、マーケットシェアをどう見るかということなのですけれども、我々自身も

まだ全国的にはやっていないのですけれども、やったところだけを見るとやはり上がっ

てきていますので、それなりの値段と機能を出せば、やっていけるのではないか。最初

は８分岐だとほんとうに埋まるのかどうかというのが非常に心配だったのですけれども、

８分の幾つまでは言いませんけれども、例えばＮＴＴさんがお示しになられた３くらい

まで埋まりますと、ほぼトントンまで持っていけるのかなということで、我々もその直

近まで来ていますので、もう頑張ってやれば大丈夫かなというふうになっています。 

  逆に気にしているのは、大変ＮＴＴさんには申しわけないのですけれども、情報の開

示とか、リードタイムとか、実際競争をやってみると、そういうところのほうが効いて

いるというふうに思っております。 

○根岸部会長 それでは、ケイ・オプティコムさん、どうぞ。 
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○ケイ・オプティコム（藤野） まず、１分岐貸しの制度を使うかということなのですが、

私どもは既に関西の世帯の９０％を超える世帯に対しましてすべてＮＴＴさんの設備に

一切頼らずに自前の設備投資でもってサービス提供ができる体制を整えております。そ

の関係で、既にサービスエリアになっている地域に関しましては１分岐貸しと使うとい

うような必要性は全く感じておりません。むしろ、それを使えということになりました

ら、使うたびにＮＴＴさんの局舎に私どもの設備を置くとか、引き込みをするとか、余

分のコストがかかりますので、私どもとしては現在では使うつもりは全くありません。 

  それから、ＮＴＴさんのシェアの高まりの要因は、先ほどのプレゼンで申し上げまし

たとおり、活用業務の問題であるとか、子会社の問題であるとか、グループドミナンス

の問題と考えておりますので、先ほどのプレゼンのとおりでございます。 

○根岸部会長 どうぞ。 

○佐藤専門委員 すみません。関連する質問で、やはり３年前と今年の意見を比べると、

まずＫＤＤＩの意見が随分変わったなという印象があって、設備を持つと意見が変わる

のかなと思うわけにもいかないので、何で変わったのか。「いや、８分岐をやってみた

ら、結構競争ができるんです」とか、その判断が変わった理由を伺いたい。 

  あわせて、北海道を含めて８分岐で事業を進められているようですが、どのくらいの

シェアを取られているのですか。 

  それから、もう１つ聞くと、共用の実験を競争事業者でやられたのですが、ＮＴＴも

多分言われていると思うのですけれども、ＮＣＣというか、競争事業者で共用されては

どうですかという意見に対して、ＫＤＤＩはそういうインセンティブはありませんとか、

すみません、どういう意見をお持ちか聞かせてください。３点。 

○根岸部会長 それでは。 

○ＫＤＤＩ（田中） まず、何で変わったのだということでございますけれども、おっし

ゃるとおり変わっているわけでございまして、３年前見送りになったということで、こ

のままですとＮＴＴさんがそのまま続けられるということになりますので、我々自身は

もう参入しようということで、当時の選択肢としては、東電さんとやるとか、自身でＮ

ＴＴ様から回線を借りてやるとか、そういった方法しかなかったわけです。当時の我々

の判断としましては、全く最初からスタートするのであれば、それはもう１分岐単位の

安いほうがいいかもしれませんけれども、当時としては８分岐しかなかったわけですか

ら、まずこれでやってみようということでやってみたら、意外と回線にお客さんが埋ま
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るということでございまして、どちらかというと８分岐全体を埋めていくと、後に行く

ほど単価が安くなってきますので、埋まれば埋まるほどいいことになるので、モチベー

ションがわくということで、この点はクリアしたのかなということが実際ございます。

もう１つは、専用ＯＳＵを使っておりますので機能差別化もできておりますから、わり

といい感じで営業が進んだということです。 

  札幌でシェアがどうなっているかということなのですけれども、こういうのを言うの

も何ですが、当時の数字で獲得では４割くらいとれているというようなところも挙がっ

ています。 

○佐藤専門委員 ４割くらいというのは、何。 

○ＫＤＤＩ（田中） 新規獲得が４割。 

○佐藤専門委員 新規獲得の４割。 

○ＫＤＤＩ（田中） はい。ＮＴＴさんとかも含めて。というふうに、その地域だけです

よ。自分の。 

○佐藤専門委員 打った地域だけ。 

○ＫＤＤＩ（田中） ええ。その自分がサービスしている地域だけですけれども。 

○佐藤専門委員 でも、札幌市内で見ると。 

○ＫＤＤＩ（田中） 全域をサービスしているのではなくて、徐々に広げていっておりま

す。 

○佐藤専門委員 お客がつきそうなところだけしか打てないので、当面はね。そういうと

ころから多分打って、取っておられるのですか。 

○ＫＤＤＩ（田中） ええ。どちらかと言いますと、ちょっとおっかなびっくり始めてい

るということがございまして、今年度から本格的にやろうかなという思いはありますけ

れども。 

○佐藤専門委員 ただ、いい結果が出ているとしたら、それは１つ、競争として期待を持

てるところではあります。 

○ＫＤＤＩ（田中） 我々のやはり経験は、申しわけないのですけれども、その同等性の

ほうが効いていまして、お客さんを取っても情報がやはり同等に与えられていなくて、

実際、開通させようと思って開通できないとか、時間がかかるとか、そういったトラブ

ルのほうが実際は問題になったというふうに、今までの我々の経験で言いますと。 

○根岸部会長 ちょっと待ってください。今ご質問されたのは、全部お答えになったので
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すか。 

○佐藤専門委員 事業者同士の共用は。 

○ＫＤＤＩ（田中） ソフトバンクさんをはじめ、実験させていただきましたと。当時の

実験としましては技術的にはできるでしょうねと。ところが運用ルールを合わせなけれ

ばいけないということで、やはり全参加者が同一の運用ルールでなければいけないとい

うことが条件になります。その条件であれば共用できるというふうには思っています。 

  ところが、先ほどの話ではございませんけれども、実際のお客さんのニーズは料金だ

けではなくて、そういった、これから新規のサービスとか、そういったこともニーズに

ございますので、それを犠牲にするのであれば可能かというふうには思っています。 

○ソフトバンク（孫） よろしいですか。 

○根岸部会長 それでは、どうぞ、ソフトバンクの。 

○ソフトバンク（孫） 先ほどから質問を受けているのが大手の皆さんの設備を持ってい

るところに対してばかりですので、ＮＴＴさんのサービスを利用させていただくための

料金問題の議論ですから、利用させていただく我々のほうにもぜひ質問をしていただき

たいのですけれども、そもそも申し上げますと、シェアが７５％でＮＴＴさんの光を利

用するのが８ユーザー単位まとめてでしか使わせていただけないという現状だから、０.

５％しか我々は現実的にシェアを取れていない。それはＫＤＤＩさんも込みで０.５％

です。ですから、ちなみに我々は０％です。その他多くのＡＤＳＬ事業者は０％です。 

  そもそもこの８分岐、８ユーザー分まとめてでしか貸さないというと、ソフトバンク

は無理したら実はやれます。都会でのみ。その最初の何年か赤字を覚悟すれば。でも、

それでほんとうにいいのでしょうか。我々はその場合には田舎のほうはもうあきらめざ

るを得ないし、非常に大きな問題を残す。つまり、この議論というのはＮＴＴさんの光

を利用する上において８ユーザー分まとめて借りて、なおかつ採算がとれるような大き

なお客さんを獲得できる事業者のみが参入可能で、つまり大手のみ、都市のみが参入可

能な料金政策であると。しかも、ケイ・オプティコムさんとか、ジュピターさんとか、

最近３年間の間に東電さんから買収されたＫＤＤＩさんとかいうところにとっては、８

分岐をまとめて借りさせるという借りにくい方針のほうが、我々サービス事業者を締め

出すことができるというのが今の料金体系だと。その結果、０.５％しか普及できてい

ない。つまり設備事業者の値段高どまり方針にみんなで国を挙げて賛同するというのは、

まるでカルテルのようなやり方で、本来絶対にあってはならないことで、しかもそのＯ
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ＳＵ共用ができないとか、いろいろなことを言っておられますが、現にイギリスではで

きているわけです。運用ルールがややこしいとかおっしゃいますが、我々はＮＴＴさん

のルールにそのまま従いますと言っているわけで、何もわがまま言いません、我慢しま

す、ＮＴＴさんの決めたルールどおりでいいですと。それでも１ユーザー単位では貸さ

ない、８ユーザー分まとめてでしか貸さないということで、あえてサービス事業者を締

め出すようなやり方というのは、大変遺憾であるということを明確に申し上げさせてい

ただきたい。どうしてこれが通じないのか、不思議でならない。大変シンプルな理由で、

反対されるジュピターさんだとか、ケイ・オプティコムさんの理由は明確にわかる。彼

らは１加入当たり１,４００円以下でひかり電話サービスをやっているわけです。我々

もやりたいのです。やらないと死活問題なのです。我々も電話サービスをやっています

けれども。 

  そういうことで、ぜひこれはシンプルな話を、消費者団体の方も消費者の立場で明確

に理解しておられる。専門家の先生方が理解されない理由が僕にはわからないというふ

うに思います。 

○根岸部会長 もし、何かご質問がありますか。どうぞ。 

○相田専門委員 後ほどお伺いしようと思ったので、あれですけれども、ソフトバンクさ

んの資料の１３ページの、この０.７、０.９とかいうあたりがどういう数字なのかとい

うことなのですが、ＮＴＴさんのほうの資料、東日本さんでも、西日本さんでも、９ペ

ージのところで、総芯線における他社ダークファイバ芯線の割合、これは要するにＮＴ

Ｔさんもうちの中で貸している割合ですね。この数字が全然合わないのですけれども、

ソフトバンクさんのほうのこのサービス事業者０.何％と、これは何分の何が０.何とか

だとおっしゃっているのでしょうか。それをちょっと確認させてください。 

○ソフトバンク（孫） 今現在は０.５％分くらいしか使われていないけれども、将来予

測でもＮＴＴさんが出しておられる将来予測でも、０.７、８、９くらいにしか進まな

いというふうに、ＮＴＴさんがみずから、つまりサービス事業者を締め出したままの状

態を続けられるとあらかじめ需要予測しておられるということです。 

○相田専門委員 では、そのＮＴＴさんのほうのこの９ページのグラフと、今ソフトバン

クさんがおっしゃったことの関係がどういうことなのか、ちょっとご説明いただけます

でしょうか。 

○根岸部会長 では、ＮＴＴさん。 
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○ＮＴＴ東日本（江部） 私どもは、その０.９％が何をさしておられるのか全く見当が

つきませんけれども、少なくともシェアド、あるいはシングルスター含めまして、他事

業者がお使いの芯線数がここにありますように、東で言いますと、平成２５年ですから

これと同じですね、２０１３年。２０１３年５０.４万というふうに見込んで接続料を

算定しています。 

○ソフトバンク（孫） ＮＴＴさんの申請資料の中に、きょう配られておりません。ＮＴ

Ｔさんが配られた料金の申請資料の中に、２１年度で全体の光芯線が２２６万２,００

０芯、それに対してシェアドが２万４,０００芯だとおっしゃっておられます。その数

字です。つまり、シェアドで使われるのは非常に少ないですよということをＮＴＴさん

みずから出しておられる数字から取っております。 

○ＮＴＴ東日本（江部） 数字の取り方の間違いだと思います。 

○根岸部会長 それでは、ＮＴＴのほうからお願いします。どうぞ、今のソフトバンクか

らの。 

○ＮＴＴ東日本（江部） 多分、分母か分子か、どちらかが整合していないのだろうと思

います。 

○ソフトバンク（孫） いや、ＮＴＴさんが出された資料に基づいております。 

○ＮＴＴ東日本（江部） その申請資料はどれをおっしゃっているのですか。 

○根岸部会長 今おっしゃったのは。 

○ソフトバンク（孫） ＮＴＴさんの料金申請資料の６ページでございます。後でご確認

ください。ちゃんとＮＴＴさんがみずから出しておられて、実態として我々が利用して

いるのは０％、ほとんどのＡＤＳＬ事業者は０％、ＫＤＤＩさんが一部の地域でみずか

らリスクをとってやっておられるということですけれども、ほとんど現実にＡＤＳＬ事

業者はみんなやれていない、そんな８ユーザー分まとめてとれるところなんていうのは

ほんの一部ですということです。成り立たないと。 

○根岸部会長 どうぞ。 

○宮本委員 実は私はこの合同ヒアリングというのは初めて出させていただいて、若干失

望しているわけです。将来の日本の像とか、国民のための情報システムとか、料金につ

いての話よりも自社の利益確保のような主張が非常に多かったように、私は感じました。 

  １つお伺いしたいのは、先ほどソフトバンクさんとＮＴＴさんの間のちょっと意見の

違いもあったのですけれども、一番最初に８分岐というのが出てきたのはどうしてなの
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かと。例えば我々は、私の専攻は経済学で辻先生も経済学ですが、この数字が最適です

よと言ったら、最適な条件を全部出してこうですよというふうにやるわけです。８とい

うのがなぜ最適だったのかというのが、初めて来て、私はわからないです。つまり１０

とか７とかよりも８がいい、１よりもいいという、その辺の理由をちょっと聞かせてい

ただきたい。 

○ＮＴＴ東日本（江部） これは、ＦＴＴＨサービスを始めたときから今まで何回か変更

してきております。最初はメディアコンバータですから、これは１対１です。その後は

局内を８で局外を４というような時代もありました。いろいろ計算をする、経験を積む

中で、局内４分岐、局外８分岐が最もネットワークコストが安く済むという見通しのも

とで、そういう方式で現在はやっているということでありますので、これは将来、未来

永久にそうかというふうにおっしゃられると、必ずしもそうと言い切れるというもので

はございません。 

○宮本委員 そのコストが安いというのは、ＮＴＴさんにとってコストが安いという意味

ですか。それとも、利用する側にとって安いということですか。その辺のところをお聞

きしたい。 

○ＮＴＴ東日本（江部） 利用する側も含めてと、当然そういうことになります。 

○宮本委員 そうすると、先ほどソフトバンクさんがおっしゃったのとは大分違いますね。

８がベストだとおっしゃるのですね。 

○ＮＴＴ東日本（江部） ＫＤＤＩさんがおっしゃるように、かなりのお客さんを取って

おられますので、取れば取るほど十分ペイするとおっしゃっていますので、そういうこ

とかと思います。 

○ソフトバンク（孫） はい。今、質問されましたので。まさに今先生がおっしゃったよ

うに８とか、１６とか、いろいろな数字にする理由は本来何もない。１ユーザー単位で

１加入ユーザー単位で買えると。飛行機のチケットだって、電車のチケットだって、切

手だって、１利用ユーザー単位で買えるということがなくて、どうやってサービスしろ

と、今日はサービス業者のための料金の議論ですから、我々は１ユーザー単位でサービ

スをしなければ、ユーザーにサービスの提供のしようがないと、こういうことです。 

○根岸部会長 何かお答えになることはありますか。どうぞ。では、西日本。 

○ＮＴＴ西日本（大竹） ２６ページの資料にありますように、西でも東でも同じです。

これも全体として実際のお客さんの１スプリッタ以下の距離であるとか、あるいはルー
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タの収容の数であるとか、そういったものをいろいろやりながら、この数が一番収容効

率がよく、お客さんに対しても安くなるということで、我々は今こういうような方式を

とっている。ですから、収容密度がもっといろいろなバラのところ、あるいはもっと密

なところ、それによって多分収容のやり方というのはいろいろなものがあると思います

けれども、それごとにスプリッタを変えてみる、あるいはＯＳＵの応答を変えてみると

いうことは、非常に不合理なものですから、全国マクロで見ると、これくらいの数字が

一番経済合理性があるだろう。こういうようなことで今やっている。ですから、これが

もっと需要が密になってきて、次の段階ということになれば、違う方式があるのかもわ

かりません。それはそれでまた検討するということになると思います。 

○根岸部会長 ありがとうございます。 

○佐藤専門委員 一応８時過ぎに帰りますので、１つ、２つ。 

  ＮＴＴに１個質問して、もし時間があれば、ケイ・オプティコムに質問しますけれど

も、時間がなければＮＴＴだけにしますので。ＮＴＴは１１ページで乖離額調整の話を

されて、コストを削減した部分があるので、コスト削減のインセンティブはありますよ

というお話だったと思うのですけれども、乖離額調整を全額入れるかどうかの議論は、

やはり入れることによってＮＴＴがコストをより下げるとか、お客さんをよりたくさん

取るというインセンティブをどう残すかというか、入れるかというところが１つ議論だ

と思います。 

  ここは乖離額のうち、やはり芯線が減った、お客が減った、面・投資するところを減

らしたりしていますので、合理的に減る部分と、要するに減ったことが全部インセンテ

ィブだと言われると、ほんとうに全部が、減った額かどうかわかりませんけれども、全

部投資に対してコスト最適にするインセンティブがあると言われるのは、ちょっと検証

しにくいので、もしそう言われるのだったら、ちょっと初めの投資計画について需要が

どう落ちて、どういう投資を削減したということをチェックさせていただくようなデー

タを要望するかもしれません。 

  それから、１個だけ。私が思うほんとうの問題は何かなとちょっと考えたのですけれ

ども、８分岐あるといろいろな問題があるということをＮＴＴが言われたのですけれど

も、９割投資しているのに３割しか例えばお客がいないというところに何か問題で、そ

れが５割、６割お客になれば、ＮＴＴにとっても、お客にとってもいいことで、コスト

もお客が倍になれば、もしかしたら半分に下がることで、そういう状況がどうしたらで
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きるのかと思っているのですけれども、いろいろな問題がありますけれども８分岐を１

分岐で貸しても、お客さんは、今３割、９０％引かれて３０％が、４割、５割に増える

ようなことは予想できませんよということをＮＴＴは言われますか。あるいは、ＮＴＴ

に任せていただければ、コストも削減して需要も引っ張ってきて、３年以内に５割、６

割埋めますというような確信を持って、確信まで行かないけれども期待を持ってビジネ

スをされているのか、ちょっとその辺を申しわけありませんが、ざくっと質問して聞か

せていただきます。 

○根岸部会長 お答えになれますか。 

○ＮＴＴ東日本（江部） ちょっと質問の趣旨がよくわからないのでありますが、申しわ

けないのですけれども。 

  １ユーザー単位にやるということは、例えば同じそのエリアで、配線ブロックで、配

線ブロックは５０世帯くらいあるのですが、そこで３人取ったときの１分岐当たりのコ

ストと、それと１分岐当たりの貸し出しで、それを３人、やはり同じ３人だったという

ときのコストというのは、基本的には一緒になるのです。一緒になると言うか、一緒に

しないとおかしいですよね。 

  ですから、そのユーザー単位にしたから、そのトータルのコストが下がるというわけ

ではありませんので。 

○根岸部会長 お客が増えればトータルに。 

○ＮＴＴ東日本（江部） もちろん。 

○根岸部会長 だから、そういう競争が入ることでトータルにお客が増えるようなことは

期待できませんか。 

○ＮＴＴ東日本（江部） それは、ですから、ユーザー料金をどう設定するかというのは

あると思います。ですから、できるだけユーザー料金を下げられるような、そういう努

力を。 

○根岸部会長 好循環になれば、お客が増えて、単価が下がって、ユーザー料金も下がっ

てくる。 

○ＮＴＴ東日本（江部） もちろん、その価格の面というのはあると思います。しかしそ

れがすべてかというと、必ずしもそうでもないというのが、これもまた事実という。 

○根岸部会長 その状況を満たすに、ＮＴＴの今の形がかなりそれで実現の方向に行くの

か、あるいはあえて競争する形を、いろいろな問題があるのですけれども、取ることで、
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より早くそういう形ができるのかと考えたのですけれども。そういうことに対して。 

○根岸部会長 どうぞ。 

○ＮＴＴ西日本（大竹） これは、ある意味では先ほどソフトバンクさんがおっしゃった

ように、都会と田舎ということで行くと、今は光の接続料金の話をしていますけれども、

今言うようにＣＡＴＶもありますし、これからのサービスがどういうものになるかわか

りませんけれども、ＬＴＥというものも出てくると。そういうことになると、ほんとう

に、どこを光にして、どこを無線にしたほうがよりトータルとしてはいいのかと、そう

いったようなことも含んで考えないといけないというのが１つです。 

  それと、今の先生のご質問ですと、安ければもっとどんどん使って収容率が上がって

どんどんなるかというのは、理論的にはそこはそうだと思います。ただ、我々はその間

の、例えば設備をつくる部門からいきますと、その間のやはり投資リスクというのはあ

るわけです。必ず返してくれる、あるいはお客さんがその値段でも、ほんとうにその値

段だったら必ず入ってくれると、ブロードバンド、こういったサービスに入るんだと、

そういうような確証がとれれば、またいろいろな展開になってくるというふうに思って

いますけれども、やはり我々としてはコストを適正に回収する、そのためのコストダウ

ンをしっかりやっていくと、そういうような中と、もう１つはほかの事業者さんの資料

にもありましたように、やはり利用促進のための施策を打っていくと、そういった両方

でやはりやっていくことが、早く「光の道」を実現するというような方向になってくる

というふうに思っています。 

○佐藤専門委員 コストのリスク負担の話を言われたので、またそれは改めてもう少し私

も考えてみます。ありがとうございました。 

○根岸部会長 はい。どうぞ。 

○長田委員 「光の道」でいずれそのメタルから光へみんな、１００％移っていくという

我々にとっての課題があると思います。それをユーザーにあまり負担がなく実現するた

めに何ができるのかというのは、非常に大きな、もう今考えておかなければいけないこ

とだと思っていますが、今回のそのＮＴＴさんのずっとご説明を伺っていると、なかな

かそのストーリーが見えてこないというのが正直な感想です。 

  ８分岐の話も、ほんとうにユーザーの私の身近な体験から言えば、非常にバーッとセ

ールスがかかる、入ろうかなと思っているうちに８本多分埋まったのだろうと思うけれ

ども「今、提供していません」になるというのが、結構実は現場ではあるのです。そん
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なことはないかもしれないと思われる、それはＮＴＴさんなのか、また別の事業者だっ

たり、いろいろなのですけれども、やはりそういうことというのがどうしても出てくる

のではないかなと思います。 

  なので、いろいろな人がとにかくまず入りやすい価格であることとか、入りやすい条

件であるとかいうことが、今後は絶対に大切になってくると思います。非常にスピード

感のある大容量のブロードバンドサービスが必要だと言う人達は、かなりもう率先して

移っただろうと。これから、あまり光の需要を実は感じていない人達にも移っていって

もらうために何ができるのかというところに、もうこれから視点を変えていって、検討

していただきたいと思いますので、ちょっとなかなか今のご説明がよくわからなかった

ので、今後、これから接続委員会でも議論していただくと思いますけれども、そこでも

そういう視点をぜひ忘れずに先生方にも議論していただきたいと思います。 

○根岸部会長 はい、では。 

○藤原専門委員 今回の諮問の内容というのは２０１５年のターゲットイヤーに向けて、

今回の接続料の申請をどういうふうに受けとめるかという問題だと思います。その場合

に、今回の３年度の申請された内容では、やはり距離は埋まっていないなと、２０１５

年達成というのには埋まっていないような気がします。それを達成させるためにはもち

ろん、複数の方がおっしゃったように利活用の問題もございますが、ここは接続のお話

なので、接続料に関して言えばできるだけ低廉な接続料であれば望ましいと。その場合

に、分岐単位接続料については両論きょうご主張なさって、なかなか即座に判断できな

いので、もう１つのちょっと飛躍した質問なのですが、シェアドアクセスの料金につい

て、今回ＮＴＴが申請されている内容を、もっとぐっとドラマティックに下げまして、

ただし事後の調整とか、補正はやるよと。そのかわり今回はもうぐっと下げると。そう

いうふうな我々が答申を仮に出した場合、これは例え話なのですが、その場合、そうい

うシナリオについて、ＮＴＴさんなり、ソフトバンクさんはどういうふうにお考えでし

ょうか。 

○根岸部会長 では、ＮＴＴさん。 

○ＮＴＴ東日本（江部） 今のはシェアドだけを下げるという、そういう、例えばという

ことですか。 

○藤原専門委員 代表例として、つまり８分岐の代替として、シェアドアクセスであって

もお客さんを３つくらいとれば採算がとれるようになるというお話がありましたので、
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それをもっとシェアドアクセスの料金を下げれば、より競争事業者にとってもそれを活

用しやすいのではないかというふうなニュアンスでお尋ねしております。 

○ＮＴＴ東日本（江部） シェアドだけということには考えても、設備を構築する事業者

としては、その設備のコストというのはベースになるので、それをどうやって回収する

かと。今おっしゃるように、それを最初にどんと下げておいて入りやすくすると。だけ

ど実際に下がらなかったときは後でいただけるという、そういう保証があるのかどうか

ということは１つあります。それは当然だと思います。 

  それから、そういう仕組みを入れるとなると、「いや、シェアドはもともと使わな

い」という事業者にお貸ししている光もありますから、そういう方々がそういう仕組み

を入れるためのコストをご負担するというのは、多分嫌だとおっしゃるでしょう。そう

いうコストも含めて、そういう方に全部ご負担いただくとか、いろいろなその条件はあ

るのだろうと思います。 

○根岸部会長 では、もし、よろしければ、ソフトバンクさん。 

○ソフトバンク（孫） 先生がおっしゃったように、考えてみなかった発想ですけれども、

すばらしいと思います。本来、５,０００万加入のユーザーに広くあまねく提供しよう

ということですから、５,０００万加入がなったときにトータル幾らのコストになるの

か、これから１０年、２０年という単位で見たときに、レインボーブリッジをつくるの

でも３年で回収しようなんていう計画はだれもつくらないわけで、１０年、２０年かけ

て回収するというふうに発想して利用料金が決まるわけですから、光だって２０年、３

０年本来もつ設備ですから、そういう単位で考えて、大きな物差しで考えて、料金体系

を考え、もしそこに行かなかったら、場合によっては後で調整するということがあった

としても、私はのむつもりがありますし、それはそれでフェアな考え方だと。 

  そういう考えに立ったときに、構造分離していれば、当然のことながら１ユーザー単

位で借りやすくして、利用の度合いを上げるというのは、その構造分離の会社は何も迷

わずに本来判断するわけで、機能分離されている今においてもＮＴＴさんが利用部門で

の競争相手に借りやすくさせたくないというエゴを除いて考えれば、本来アクセス部門

の、物理線の部門の人達はできるだけ利用が増えるように１ユーザー単位でちゃんと貸

しやすくすると、借りやすくするというふうに、本来正しいモラルがあれば考えるはず

なのです。だけれども、今構造分離していなくて、サービス部門で競争している相手に

借りやすくしたくないということが潜在意識でもしあって、それが若干でも影響を与え
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て、この８分岐問題にその考えが及ぶとすると、それは日本の不幸になる。消費者、利

用者をないがしろにした発想である。そういうことを専門家の先生方が決して見逃すこ

とのないように、ぜひ判断いただきたい。 

  利用は、１０年、２０年、３０年単位で本来考えるべきで、３年単位ということ自体

が既に短過ぎるというふうに私は思います。 

○根岸部会長 はい、どうぞ。 

○森川専門委員 １点コメントで、１点関西ブロードバンドさんへの質問をお話ししたい

と思います。１点のコメントは、いろいろな事業者の方からいろいろな意見をお伺いし

ましたけれども、結局のところ、一番悩ましい問題は、やはり８分岐という技術的なと

ころに全部起因していることで、ＡＤＳＬの当時とはやはりちょっと違う。やはり８分

岐であるという技術屋としてはあまりすばらしくないような、コスト的な問題から８分

岐にせざるを得なかったというところが非常に大きな問題になっているなということを

改めて感じた次第です。それが１点コメントです。 

  １点、関西ブロードバンドさんへの質問なのですけれども、地域というのはとても重

要で、ここはやはりしっかり考えていかなければいけない。しかしながら、これと接続

料の今回の話はやはり別の次元なのかなという気もしております。そうでないと、設備

を敷設する事業者は赤字を出せと言われているようなものなので、そのあたりはやはり

別の次元できちんとサポートしていく必要があるのかなと。 

  あとは公設のＩＲＵのご指摘もありましたけれども、こちらに関してもやはりおそら

くこの場ではなくて、入札条件をどうするのかとかいった、そちらの制度設計のような

感じもしますが、そのあたりに関してお考えをいただければと思います。 

○関西ブロードバンド（三須） ご質問ありがとうございます。 

  ＡＤＳＬ事業者平均ＡＤＳＬ装置１,５００万円の投資をします。お客様の平均値、

旧のＡＤＳＬ事業者でいきますと、７５人から１００人程度お入りいただきますと、採

算ベースに乗ってくる。しかし、初年度から償却負担がございますので、いわゆるキャ

ッシュフローで見たら採算ベースということがおおむね一致した意見でございます。 

  それをコストに置きかえていきますと、まさしく１,４００円程度になりました。そ

こからＡＤＳＬはすなわち投資をしなければならない最初のキャッシュが必要である。

それを掛ける、ＮＴＴ様が展開されない、他事業者が展開されないところを住民の方々、

自治体の方々と相談しながら設備を売っているわけです。そして中心部は電力系、もし
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くはＮＴＴ様が光ファイバケーブルで来ると、いつも予想されて、楽しみにしていらっ

しゃるわけでございますが、なかなか一向に来ないというところはありますが、もし来

たときに、今の光の１００メガ上り・下りといったものと、それからＡＤＳＬの特性、

距離の問題からしますと、おのずと光のほうに移行していくというわけでございます。 

  確かに先生がおっしゃいますように、私たちが唱えるデジタルデバイドの解消イコー

ル「光の道」戦略で高速といったものでいきますと、少し次元が違うように思いますが、

我々は地域単位でやっていきますから、ブロードバンド単位での事業ではございません。

地域の方々が活性化をしていく、そして自由に情報を発信していただくということで地

域に根差した事業者でありますから、その点につきまして光の脅威というものを常々考

えているわけです。 

  そうしますと、あのＮＴＴ様の地域の方々、田舎の方々から見ますと、ＮＴＴ様とい

う名前は絶対的なもので、私たちがなんぼ頑張っても勝てないものです。しかしながら、

料金とかサービスでは抜群に勝っているわけでございます。その点で、ＩＲＵの問題で

も我々はプロポーザルという機会を得られます。それは単なる料金で、入札といったも

のではございません。自治体様が設備を打たれて、光ファイバを敷設された１件１件に

対して、どれだけまめな、安い低廉な料金でどれだけのサービスができるか、ＡＤＳＬ

以下の料金で提供していくといったことが、我々を採用していただけた理由でもあるわ

けでございます。 

  以上のことから、確かにデジタルデバイド、「光の道」戦略、全国民がつつがなくブ

ロードバンドで情報発信から活性化につなげるということは非常に大事なことでありま

すが、我々のような地域事業者がちゃんとした生計を立てて、しっかりと地域に根差し

て地域で活躍するということが前提であります。そのために、我々はしっかりとした生

活をしていかなければならないためにも、ＡＤＳＬから光、両方の商品を扱う。そして

基準となる適正な利益をいただくためにも、今回の８分岐でも、先ほど話がありました

１分岐でも構わないのですが、ほんとうに低廉なものが提供できる素地がみんなで努力

すればあるのに、それができないという障害があるなら、「光の戦略」は進まないよと

いうことを、私たち地域事業者が声を大にしているわけでございます。しかしなかなか、

シェアにしても小さいのですが、まだまだこれから活躍しなければならない、ＡＤＳＬ

でも光でもそうでございます。その場をこの場で論議していただいて、提供できやすい

ような場をつくっていただくことを切にお願いしております。 
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  デジタルデバイドと確かに違う面もありますが、私たち地域事業者の面から見たら、

一体視して考えているということは答えとさせていただきたいと思います。 

○根岸部会長 ありがとうございます。 

  皆様方のところで、需要の見積もりについてちょっとお伺いしたいと思いますけれど

も、この需要の見積もりと、いわゆる「光の道」構想という、その関係について、もし

ＮＴＴ様、あるいはソフトバンク様、その関係についてのご意見というか、ご見解があ

れば、ちょっとお聞かせいただきたいと思います。 

○ＮＴＴ東日本（江部） よろしいですか。 

○根岸部会長 はい。 

○ＮＴＴ東日本（江部） 今回の予測した需要で推計をいたしますと、今、光の普及率が

３９％くらいということですが、これが６０くらいということになります。そのほかに、

ＣＡＴＶ事業者さんが十数％ございますので、それを入れると七十数％ということにな

ります。１００にはもちろん届いておりませんけれども。 

  ですから、これは無理やりに光にお客さんを連れてくるという話になりますので、あ

とはほんとうに公的利用も含めて利用シーンをどうやってつくっていくかという営みが

もう１つ要るだろうし、それからもう１つは、すべて光ということはどうなのだろうか

と。先ほど話した条件不利地域等について無線を活用するとか、あるいはＬＴＥという

サービスも出てきますので、そういう意味ではＬＴＥが利用できるということは、ブロ

ードバンド環境にあるということですので、そういうことも含めてトータルで残りをど

うするかというのは考えていくべき問題であろうなというふうに思っています。 

○根岸部会長 ソフトバンクさん、どうぞ。 

○ソフトバンク（孫） 私どもの資料の１３ページにございますように、今のままですと

ＮＴＴさんが中心になって行っているこの光の卸業務のままですと、実際ＮＴＴさんの

利用部門がみずから使うのが９９％です。これはもうＮＴＴさんみずから先ほどおっし

ゃっていました。利用部門の大半は自分たちだと。９９％自分たちが使う。残りの１％

未満の人達で、先ほど他の接続事業者は自分たちでＯＳＵをお互いにコンソーシアムを

つくって分け合ってやるなら、勝手にどうぞと、１％未満だと自分たちの需要予測でも

言っている、１％未満の人達で、残りでコンソーシアムをつくってお互いにＯＳＵを共

有してやりなさいと。これでどうやって我々がスケールメリットを出して戦えるのかと

いうことです。 
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  イー・アクセスさんの資料の２ページにもございましたけれども、メタルの場合、Ａ

ＤＳＬの場合は、サービス競争事業者が７割弱のシェアを持ってＮＴＴさんは３割強の

シェア。しかし、今までの光の部分においては９９％がＮＴＴさん。つまり競争事業

者・サービス事業者には事実上８ユーザー単位でしか貸さないので、しかも高いので、

我々は事実上使えない条件にして締め出していって、それでもって「光の道」の到達は

できませんでしたと。２０１５年には到底届きませんでしたと、我々は頑張りましたと、

今から５年後にＮＴＴさんはきっとおっしゃいます。でも、他の事業者はあまり使って

くれませんでしたと。もう今からわかっている料金政策で結果が見えていることを、

我々がその愚を犯してはいかないというふうに思います。 

  私どもは構造分離も必死の思いで唱えました。でも却下されました。せめて、機能分

離の中でちゃんとその機能をサービス事業者の我々が使える機能として提供してほしい。

１％未満しかないよと、ＮＴＴさんみずからが予測しておられるような今回の料金申請

を認めないでほしい。ＮＴＴさんみずからが予測しているのです。どうせ我々はコンソ

ーシアムをつくって、ＯＳＵを共用して、その他事業者が寄ってたかっても１％未満だ

と。その人たちで勝手に共用しなさいというのは、需要予測の今のご質問からすると、

もう結果は見えている。絶対に５,０００万近くになることはあり得ない。 

○根岸部会長 はい、わかりました。 

  もう、ほとんど最後なのですけれども、どうぞ。 

○関口委員 大分シェアドアクセス方式で１線貸しなのか、分岐貸しなのか、決定的な対

立のように感じるのですけれども、ＮＴＴさんやＪコムさんの資料にもありますように、

実はそのシェアドアクセス方式でも契約数２、もしくは３という、ほぼ現状の埋まって

いる比率で採算ベースに乗ってくるということを考えると、契約数１の状態のエリアと

か、事業者さんの場合、どうするかというところに、多分議論は集約されるのだろうと

いうふうに思います。 

 そのときに、例えばＡＤＳＬの顧客がこちらに振りかわったときにどうなるかだとか、

まだ予測の話はたくさんあると思うのです。だからその意味では、今分岐貸しの場合に

は１,４００円もしくは１,５００円という市場のＡＤＳＬの市場と同等の価格を、市場

から推測した値段ということが強調されていますけれども、その価格帯は結局のところ、

３ユーザー獲得した事業者にはもう達成可能だし、それから、今回共同実験された中で

のＫＤＤＩさんは、分岐貸しの場合だと顧客の真のニーズにこたえ切れていないと、ギ
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ガプランという新たな顧客対応ニーズにこたえられないということをおっしゃったわけ

です。このことは結局、そのサービス競争というのも設備競争をベースにして初めて成

り立ってくるということを考えて、例えば分岐貸しの場合にも８分の１だけ借りた場合

の８分の７、あるいは３借りたときの８分の５、この空きスペースのリスク負担をどち

らが持つかという、貸主対借主というコスト負担の問題に帰結するわけです。そのとき

に、コストベースでの議論を両方してみたときに、技術的な制約を除いて両者がほんと

うに価格面で芯貸しが正しい、シェアドアクセス方式よりもほんとうに割高にならない

かどうかという観点でも、１度検討してみる価値があるのではないかというふうに思い

ますので、そこをもし、ご意見があれば、お願いします。 

○根岸部会長 すみません。ちょっと短くお願いします。 

○ソフトバンク（孫） 飛行機でも、電車でも、１００％席が埋まって走るということは

あり得ないわけです。３０％とか７０％で飛行機でも電車でも走るわけですけれども。 

○関口委員 そこはおっしゃるとおりなのです。だけど、例えば。 

○ソフトバンク（孫） 占有率で、その加重平均で値段が決まると、コストは稼働率で加

重平均コストで値段を出せばいいと、メタルも同じように３,０００芯入るようなパイ

プのものでも、稼働率で加重平均コストでコストを出せばいい、シンプルな話だと思い

ます。 

○関口委員 いや、そこの点は。 

○ソフトバンク（孫） 私も経済学部を出ていますから。シンプルな問題です。 

○関口委員 いや、だから危険負担の問題でしょう。リスク負担の問題なのです。 

○ソフトバンク（孫） リスク負担はトータルコストをユーザー数で割ればいいだけです

から、１台当たりの電車で計算しなくても、トータルの電車の数にトータルの乗客で割

れば、１ユーザーの平均コストは出せると、シンプルな問題です。 

○根岸部会長 わかりました。 

  まだ、これからやっておりますと、相当お時間がかかると思いますが、それでは最後

に、二、三分でお願いします。 

○ＮＴＴ東日本（江部） シンプルな問題なので、ぜひ共用してお使いいただければ、１

ユーザー当たりは下がりますと申し上げているので。 

○ソフトバンク（孫） １％の我々が共用してくださいということですね。 

○ＮＴＴ東日本（江部） それが何百万のユーザーもいらっしゃるわけです。私どもの配
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線区画よりはるかに多いユーザーを抱えていらっしゃるので、なぜおやりにならないの

かというのが、むしろ不思議でしようがない。そうでない事業者はおやりになっていま

す。 

○ソフトバンク（孫） 光のユーザーを我々はほとんど持っていない。 

○根岸部会長 では、もう最後にしてください。では、ソフトバンクさん、どうぞ。 

○ソフトバンク（孫） 光のユーザーを我々はほとんど持っていなくて、１５０万ブロッ

クに分かれているわけです。１ブロック単位で、同時に２人、３人、４人のお客さんを

とるというのは、事実上、不可能なのです。１ブロック単位に全部最初は１人から始ま

って、ＮＴＴさんは既に千数百万のお客さんを持っているので、加重平均コストの計算

がみずから既にでき上がっている。しかし、新規参入の我々だとか、イー・アクセス、

関西ブロードバンドさんはみんな最初少ないから、１ブロック単位で見ると、全部ユー

ザーコストは２倍、３倍、４倍になってしまうと。 

○ＮＴＴ東日本（江部） ＡＤＳＬユーザーは何百万とお持ちなのですから、そこへ光サ

ービスを提供すればいいし、共用できるわけですから、それをなぜおやりにならないの

かがわからないと申し上げているのです。 

○ソフトバンク（孫） 都心なら、我々もやることはできますけれども。 

○ＮＴＴ東日本（江部） 配線ブロックは都心もあれもありません。 

○根岸部会長 ちょっとすみません。ソフトバンクさんのお話で終わりたいと思います。

もう、よろしいですか。 

○ソフトバンク（孫） 基本的に我々だけではなくて、多くのＡＤＳＬ事業者さんとかの

意見を私は代表的な１つの意見だというふうに受けとめていただきたいと思います。 

○根岸部会長 ありがとうございました。まだまだ多分議論を戦わせたほうがいいと思う

のですけれども、ちょっと時間の制約がございますので、本日の合同ヒアリングはこれ

で終了したいと思います。皆様のご協力によりまして、このヒアリングが円滑に行われ

ましたということで、主催者としてお礼を申し上げます。本日行われましたヒアリング

の内容につきまして、今後の審議の参考にしたいと思います。 

  なお、時間が今のように限られておりますので、委員・専門委員の皆様から本日のヒ

アリングの内容に関して追加の質問がありましたら、事務局までお願いいたします。今

後の論点整理に活用するため、各社・各団体の皆様におかれましては追加質問へのご回

答について協力をお願いしたいと思います。 
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  それでは、事務局から今後の予定等につきましての説明をお願いいたします。 

○二宮料金サービス課長 本日は、どうもありがとうございました。各委員・専門委員の

皆様からの追加質問につきましては、ご多用のところ恐縮でございますけれども、２月

２４日１７時までに事務局までご提出をお願いいたします。その後、事務局にて追加質

問を取りまとめの上、速やかに各社・団体の皆様に一度送稿させていただきたいと思い

ます。 

  本日ご意見陳述をいただきました各社・団体の皆様におかれましては、ご多用のとこ

ろ恐縮ですが、３月１日１７時までに書面にてご回答を事務局まで提出をいただければ

と存じます。 

○ソフトバンク（孫） まだ我々とＮＴＴさんの意見は収斂していないと思うのですが、

我々が意見を言える場は今日で終わりでしょうか。直接こうやって議論をすべきだと思

うのですけれども。座長も、まだ意見が十分終わっていないというようなコメントがあ

りましたけれども、ぜひ我々が直接こういう場で言える機会をつくっていただいて、委

員の先生方だけの密室の議論にならないように是非していただきたい。 

○根岸部会長 それは今この段階で約束はできませんけれども、検討させていただきます

けれども、ちょっと続けてください。 

○二宮料金サービス課長 次回の電気通信事業部会につきましては、決まり次第ご連絡さ

せていただきます。また、次回の接続委員会の日程につきましては３月３日を予定いた

しております。詳細につきましては別途ご連絡をさせていただきたいと思います。 

  以上でございます。 

○根岸部会長 では、どうも今日はありがとうございました。 

 

閉  会 


